
施策の柱Ⅰ　消費生活の安全・安心の確保

①市内の食品等事業者へのHACCP導入支援及
び衛生管理状況の確認を行います。

監視件数 30,000件 32,442件
・食品衛生法等に基づき適切な指導
を行った。

・食品衛生法等に基づき適切な指導
を行い、食品関係施設等の衛生管理
の向上に寄与した。

・効果的な監視を行うことで、食品
関係事業者へのより一層の指導を徹
底していく。

健康福祉局

②食品の生産・製造・流通等の状況、食品関
係施設の実態、食中毒等の危害発生状況等を
考慮し、効果的な監視指導及び食品検査を実
施します。

食品等（食品・ふ
きとり）の衛生検

査数
2,700件 3,021件

・食品検査の結果、食品衛生法に違
反する検体については、生産者等を
所管する自治体に改善措置を依頼し
た。自治体への依頼件数:4件

・食品検査の結果、食品衛生法に違
反する検体については、生産者等を
所管する自治体に改善措置を依頼す
る等し、違反食品の流通防止に寄与
した。

・効率的かつ効果的な食品検査によ
り、不良・違反食品の市場からの速
やかな排除に努めていく。

健康福祉局

③食品の安全性について、消費者、事業者及
び行政の三者のリスクコミュニケーションの
推進を図り、その意見を施策に反映させるな
ど、消費者、事業者及び行政の相互理解を深
め、協力して、安全性の確保を推進します。

食品の安全性確保
に関する各種会議

等の実施回数
2回／年 10回

・第39回、第40回仙台市食品安全対
策協議会の開催
・せんだい食の安全サポーター会議
（書面）開催　3回
・食の安全情報アドバイザー研修
（書面）開催　3回
・食品の信頼性確保トップセミナー
（WEB）開催
・食品の安全性に関する講演会（ハ
イブリッド）開催

・協議会、サポーター会議におい
て、次年度の食品監視指導計画等の
施策について意見交換を行い、意見
を施策に反映させた。
・トップセミナーや市民向け講演会
を通じて食品の安全性についての知
識を共有するとともに、参加者との
意見交換により消費者、事業者及び
行政の相互理解を深めることができ
た。

・今後も、より効果的な意見交換の
方法を検討しながらリスクコミュニ
ケーションを推進し、収集した市民
の意見を食品衛生の施策に反映させ
るよう努めていく。

健康福祉局

食品表示法に基づ
く不適正調査件数

- -

・国及び関係機関のメール配信情報
など、最新の情報収集に努めた。な
お、仙台市域の食品事業者による食
品の品質事項に関する危害が実際に
発生した事案はなかった。

・食品の品質事項に関する安全性の
情報を国や関係機関から随時、収集
することにより、関係機関と連携し
て迅速に原因究明や危害拡大防止対
策を行うことが可能となり、消費者
の安心の確保に寄与することができ
た。

・今後も食品の安全性に関する迅速
な情報収集を行うとともに、危害発
生時には、関係機関と連携して原因
究明及び拡大防止対応に努める。

市民局

- - -

・国、他の自治体との連携、研修
会、学会への参加及びインターネッ
トなどの利用により、食品の安全性
に関する最新の情報収集に努めた。
・食中毒発生時には、関係機関や他
自治体と連携し、調査等を実施した
（食中毒発生件数5件）。

・最新の知識を習得する事により、
職員の資質の向上を図るとともに、
食品等事業者に情報提供等を行うこ
とができた。
・各関係機関との連携により、食中
毒被害拡大防止のための措置及び再
発防止のための原因究明を迅速に行
うことができた。

・健康被害発生時における、拡大防
止及び再発防止のため、各関係機関
と連携し迅速な対応を図る。

健康福祉局

- - -

・地域や学校等での防災講話、テレビや
ラジオ、新聞や情報誌等を通じ、住宅の
耐震診断・耐震化、家具等の転倒・落下
防止や安全な配置等について啓発を
行った。

・防災講話の参加者や、各種メディアの
視聴者が、住宅の耐震化や家具の転倒
防止等の重要性や手段を知り、改めて対
策を考える機会となった。

・引き続き地域や学校等での防災講話
や、各種メディア等を通じて啓発する。

危機管理局

耐震診断件数
改修工事助成件数

-
耐震診断105件
改修工事助成

26件

・戸建木造住宅について、助成事業実施
のほか、随時、啓発活動や相談等を行
い、地震災害対策の普及促進を図り、住
宅の耐震化を支援した。

・地震災害対策の普及促進を図ったこと
により、戸建木造住宅の耐震化率が向上
した。

・今後も継続して実施していく。 都市整備局

家具転倒防止器具
取付世帯数

- 27世帯

・「一人暮らし高齢者等家屋への家具転
倒防止実施要領」に基づき、取付けを希
望する一人暮らしの高齢者等が居住する
家屋に家具転倒防止器具を取付け、地
震発生時における家具の転倒による事故
を未然に防止し、高齢者等の安全安心を
図ることを目的に実施した。

・一人暮らし高齢者等世帯の家具転倒に
よる事故の未然防止に寄与した。

・例年と比較して取付数が大きく減少し
た。大規模地震の発生に備え、あらため
て、家具転倒防止器具取付の必要性を
訴えていく必要がある。

消防局

②ダニアレルギーやシックハウス症候群に関
して、ホームページ、パンフレット等により
情報提供を行います。

- - 随時
・市政だより、ホームページで情報
提供し、各区衛生課にてパンフレッ
トを配布した。

・ホームページへの掲載等により、
市民から問い合わせがある等、市民
に対し、効果的に情報提供を行うこ
とができた。

・今後も継続して、住居衛生に関す
る取り組みの周知に努め、市民がよ
り快適な住居環境を確保できるよう
啓発を行っていく。

健康福祉局

③市民からの相談等に応じ、情報提供や、必
要に応じてダニアレルゲン、室内化学物質の
簡易測定を行い、住まいの衛生面からの安全
性を確保します。

測定件数 -

ダニアレル
ギー、室内空
気環境につい

て：3件

・ダニアレルギー関連の相談が1件、
室内空気環境関連の相談が7件あっ
た。
・ダニアレルゲン測定0件、VOC(揮発
性有機化合物)簡易測定1件。

・相談者に適切な助言、情報提供を
行うことができた。

・今後も継続して、住居衛生に関す
る取り組みの周知に努め、市民がよ
り快適な住居環境を確保できるよう
啓発を行っていく。

健康福祉局

(3)生活用品
の安全性の確
保

①身近な家庭用品の試買調査により、有害物
質を含む家庭用品による健康被害の発生を未
然に防止します。

試買検査件数 80件／年 82件
・試買検査を実施し、健康被害の防
止に努めた。
試買件数82件、基準違反件数0件。

・市内の量販店等で試買検査を行
い、基準違反品が流通していないこ
とを確認できた。

・引き続き試買検査を行うととも
に、ホームページを活用した広報に
努める。

健康福祉局

(2)住まいの
安全性の確保

①地震災害対策の普及促進を図り、住宅の耐震
化を支援します。
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(1)食品の安
全性の確保

④食品の安全性に関する情報収集及び調査研
究を行うとともに、食品に起因する危害発生
時には、関係機関・団体等と連携し、原因究
明及び拡大防止措置を行います。

目標値
令和4年度
実施結果

令和4年度仙台市消費生活基本計画の実施状況報告書
（計画期間：令和3年度から令和7年度まで）
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※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局
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(4) 生活衛生
営業施設等の
衛生確保

①旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師
法、美容師法、クリーニング業法に基づき監
視指導等を行います。

監視件数
六法計

1,400件以上／
年

1,276件

・以下のとおり、監視指導を実施し
た。
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、監視指導が困難な状況でも
あったことから、目標値を下回っ
た。

(業種)　　   (施設数) (監視件数)
旅館業　　　    224　　  223
公衆浴場　　    108      117
興行場　　　     48       47
理容所　　　    832      236
美容所　　    1,961    　532
クリーニング所  563  　  121

・法に基づき適切な指導を行うこと
で、生活衛生営業施設等の衛生管理
の向上が図られた。
新型コロナウイルス感染症の影響
で、現場への立入検査が困難な状況
ではあったものの、資料・パンフ
レットの送付やホームページでの周
知啓発などの代替措置を講じたこと
から、一定の衛生確保・向上に寄与
することができた。

・生活衛生監視指導計画に基づき効
率的かつ効果的な監視指導を実施す
る。また、衛生講習会の開催や営業
者の自主衛生管理の推進を図る。

健康福祉局

①商品・サービスの安全性について、さまざ
まな媒体により情報提供を行います。

- - 随時

・ホームページに注意喚起情報を掲
載したほか、リコール情報へのリン
ク等により情報提供を行った。
・消費生活情報誌作成・配布
　計36,000部
  定期発行　4回／年

・ホームページや消費生活情報誌等
により、定期的に必要な情報提供を
行った。

・今後もさまざまな媒体を有効に活
用して、情報提供を行っていく。

市民局

②商品・サービスによる危害の防止のため
に、リコール情報等の提供を行います。

- - -

・消費生活センターの掲示板にリ
コール情報について掲示するほか、
ホームページに消費者庁のリコール
情報サイトへのリンク掲載、情報誌
等により商品等についての注意喚起
を行った。

・生命・身体に重大な危害を発生さ
せる商品等の名称・提供事業者の名
称等を公表することで消費者被害の
未然防止・拡大防止を図る。

・商品等の欠陥により消費者の生
命・身体に重大な危害を発生させ、
またはそのおそれがあるときは、直
ちに商品等の名称・提供事業者の名
称等を公表する。

市民局

③食品の安全性確保に関する情報を、さまざ
まな媒体により提供します。

- - 随時

・食品衛生情報誌「食の情報館」の
作成
・食中毒予防のパンフレット作成
・ホームページの更新
・FAXによる情報提供

・各種媒体で情報提供を行うことに
より、食品関係事業者や消費者等に
食品衛生に関する知識の普及啓発を
行うことができた。

・食品衛生に関する最新の情報を、
食品関係事業者及び消費者に対して
分かりやすく伝えるよう努めてい
く。

健康福祉局

①中央卸売市場において、野菜、果物、水産
物、食肉、花き等を適正な価格で安定的に市
民に供給します。

- - 随時
・適正な価格で安定的な供給ができ
るよう、公平公正な市場の運営に努
めた。

・公平公正な市場運営が保たれた。
・今後も引き続き、公平公正な市場
の運営に努める。

経済局

②生活関連商品の情報の収集及び提供を定期
的に行います。

HP
更新回数

12回/年 12回

・総務省統計局が実施している小売
物価統計調査の結果を活用し、生活
に密着した食料品・日用雑貨品等を
選んで、その価格動向を仙台市ホー
ムページ上で月1回情報提供した。

・生活に密着した食料品・日用雑貨
品等に係る価格動向を確認すること
で、消費者のニーズに応じた情報提
供を行った。

・今後も引き続き、生活に密着した
商品を選んで、その価格動向を仙台
市ホームページ上で情報提供する。

市民局

③生活用品が不足するおそれがある等のとき
は、必要な情報を収集し、適時適切に情報提
供を行います。

- - 随時 ・該当する案件はなかった。 ・該当する案件はなかった。

・案件が発生する恐れがある場合に
は、ホームページをはじめとした多
様な媒体を活用して、情報の収集及
びその提供を行っていく。

市民局

①不適正な食品表示等の発生防止のため、適
時適切な調査・指導を行います。【重点】

食品表示法
に基づく調査件数

120件以上/年 122件

・食品表示調査件数    122件
  　(内訳)
  　啓発指導調査　    105件
　  疑義案件調査 　    17件
・指示・公表件数　　    0件

・小売店舗に対する啓発指導調査及
び国や県等の関係機関との情報共有
や連携に努めながら疑義案件に係る
事業者への立入調査を行うことによ
り、不適正な食品表示等の指導を行
い、消費者に対して食品に係る安全
安心の提供に寄与した。

・小売店舗に対する啓発指導調査を
引き続き実施する。
・引き続き、国や県等の関係機関と
の適時適切な情報共有や連携に努め
ながら、疑義案件に係る事業者への
立入調査を行い、疑義がある場合は
指導し、是正を図る。

市民局

②生活用品の表示の立入調査及び適切な表示
の指導を行います。【重点】

生活三法
に基づく調査件数

三法計
20件/年

三法計
53件

・電気用品安全法、家庭用品品質表
示法、消費生活用製品安全法に基づ
く調査を行った。

・店舗を巡回調査して、いわゆる生
活三法で定める生活用品の安全表示
が遵守されているか確認するととも
に販売店に表示義務を周知すること
ができた。

・店舗で取り扱う商品の多様化が急
速に進んでいることから、従来の立
入調査対象事業者リストにとどまる
のではなく、新たな事業者リストを
作成して当該事業者に対する立入調
査を行い、適切な表示についての啓
発指導を行う必要がある。

市民局

③食品販売業者、広告事業者等に対し、栄養
成分表示や、虚偽誇大広告等の禁止に関する
適切な表示について、相談指導を行います。

相談指導件数 -

対象商品数
124件

相談・指導
件数

延147件

・各区保健福祉センター家庭健康
課、各支所保健福祉課にて、食品販
売業者、広告事業者等に対し、食品
表示法、健康増進法に基づく正しい
表示方法について指導した。

・食品表示法、健康増進法に基づく
表示について周知できた。
また、各区での指導事例等を担当者
間で共有することで、新たな相談へ
の対応に活用できている。

・インターネットでの食品販売や、
弁当販売を行う飲食店が増えたこと
で、新規で栄養成分表示を行う事業
者が増加している。また、新型コロ
ナウイルス感染症の予防等を謳って
商品を販売したい等の相談も増えて
いる。
・引き続き販売形態の聞き取りや、
商品の情報等をきちんと把握した上
で、事業者への支援を行っていく。

健康福祉局

(5)消費者、
マスメディア
等に対する情
報提供
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目標値
令和4年度
実施結果

施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局

(2)適正な表
示に関する事
業者への調
査・指導

④食品添加物、アレルゲン、期限表示等の衛
生事項に関する適切な食品表示について、監
視指導を行います。

立入検査件数 3,000件 2,200件

・各区保健福祉センター衛生課及び
食品監視センターにおいて、事業者
に対し立入や食品の収去検査を行
い、食品表示法で定められた食品表
示基準に適合する食品であることの
確認、指導を行った。
・事業者からの表示に関する相談の
受付、講習会における最新情報の提
供を実施した。

・施設への立入や食品の収去検査を
行うことで、適切な表示が行われて
いることを確認するとともに、表示
が不適切な食品の流通を防ぐことが
できた。
・事業者からの食品表示に関する個
別相談や、業種別講習会等において
最新情報を提供することにより、事
業者の表示に関する知識が向上し、
安全な食品の流通に寄与した。

・引き続き、効果的な監視指導を実
施し、表示が適切な食品の流通のた
め事業者に働きかけていく。

健康福祉局

①さまざまな媒体により、適正な表示に関す
る啓発や情報提供を行います。

消費生活情報誌
「ゆたかなくら

し」を活用した啓
発及び情報提供

1回/年 1回

・消費生活情報誌「ゆたかなくら
し」で、加工食品の期限表示を紹介
した。
・ホームページで、食品表示法に基
づく食品表示に関する制度を紹介
し、調査の実施状況を掲載した。

・消費者に対して食品表示に関する
啓発や情報提供を行うことにより、
理解を深めてもらうとともに、食品
に係る安全安心の提供に寄与した。

・今後も引き続き、食品表示に関す
る制度や調査の実施結果について情
報提供を行っていく。

市民局

②栄養成分表示等の食品表示の活用方法や広
告表現等について、啓発や情報提供を行いま
す。

啓発回数
対象人数

200回/年
2,000人/年

98回
942名

・各区保健福祉センターにおける、
妊産婦の集団指導時や、一般市民を
対象とした出前講座等の場を活用
し、栄養成分表示の活用について啓
発した。新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の観点から集団指導の機
会が少なかったため、回数及び人数
については目標よりかなり少なく
なったが、区保健福祉センターで作
成したリーフレット等に栄養成分表
示活用の内容を盛り込むなど、工夫
をしながら啓発を行った。

・食に関する事業の多くに食品表示
の内容を盛り込むことで、広く市民
に周知する機会をつくることができ
た。

・食品表示を上手に使った食生活の
改善等、具体的な活用についての啓
発を、さまざまな機会をとらえて多
くの人に発信できるようにし、今後
さらに充実させていく。

健康福祉局

③食品添加物、アレルゲン、期限表示等の衛
生事項に関する食品表示について、啓発や情
報提供を行います。

- - -

・各区保健福祉センターにて、食品
表示に関する情報を掲載した食品衛
生情報誌「食の情報館」や、パンフ
レットを配布した。
・市ホームページに食品表示制度に
関する情報を掲載し、広く周知を
図った。

・各種媒体で情報提供を行うことに
より、広く消費者に食品表示に関す
る知識の普及啓発を行うことができ
た。

・引き続き、食品表示制度に関する
最新の情報を、消費者に対して分か
りやすく伝えるよう努めていく。

健康福祉局

①商店・事業所において取引等に使用する計
量器（はかり）の定期検査、商品量目立入検
査、特定計量器の立入検査を実施し、必要な
指導・啓発を行います。【重点】

はかり検査戸数 1,300件以上/年 1,532件

・商店・事業所において取引等に使
用するはかりの定期検査実績
　検査戸数　1,532戸
　検査器数　4,946個
・商品量目立入検査（スーパー等）
　検査戸数　62戸
　検査器数　2,368個

・特定計量器の有効期限切れ、不正
確な計量器の使用に対して指導を行
い、適正な計量の実施を確保した。

・小規模事業者（ガソリンスタン
ド、ガス小売り業者、米穀店）の廃
業により立入先が減少している。
・ＳＤＧ’ｓ意識の高まりから、量
り売り業者が増加しており、新規開
店などの情報収集が必要である。

市民局

②さまざまな媒体により、適正な計量に関す
る啓発や情報提供を行います。

- - -

・消費者に対しては、計量記念日の
イベントを開催するとともに、ホー
ムページや情報誌「ゆたかなくら
し」に計量に関する記事を掲載し、
計量制度の啓発に努めた。
・市部局に対しては、市施設に設置
するメーターの有効期限確認の通知
を行い、立入検査を実施、適正な
メーターを使用しているか確認し
た。
・ホームページに新たに計量専用
ページを作成した。

・情報媒体での周知やイベントでの
啓発を通じて計量制度を広く周知す
ることができた。
・市施設では、通知や立入検査の効
果もあり、有効期限切れメーターは
なかった。

・ホームページの内容を随時更新
し、市民に対し計量について周知し
ていく。
・市施設で使用しているメーターの
立入検査を継続的に実施していく。

市民局

３
　
事
業
者
に

対
す
る
指
導
等

(1) 法令遵守
等のための指
導又は要請

①事業者に対して、個別の販売行為の適正
化、法令遵守（コンプライアンス経営）等に
ついて適切な指導・要請を行います。

指導・要請件数 - 随時
・個別の販売行為に関し、必要に応
じて適宜指導・要請及び法令遵守に
関する指導等を行った。

・販売行為の適正化の指導・要請を
行うことで、不適正な取引行為によ
る消費者被害の拡大防止に寄与し
た。

・今後も必要に応じて指導・要請を
行うとともに、事業者に対し、望ま
しい販売行為についての指導や必要
な情報提供等を実施する。

市民局

①個人情報保護制度に関し、市民及び事業者
に対し情報提供を行います。

研修等開催回数 6回／年 12回
・市民団体及び事業者を対象とした
個人情報保護制度に関する研修を実
施した。

・研修の実施により、受講した市民
及び事業者の個人情報保護制度に対
する理解を深めることができた。

・必要に応じて研修等を実施し、市
民及び事業者の個人情報保護制度に
対する一層の理解を図る。

総務局

②個人情報保護の重要性及び個人情報が悪用
されるケース等について、さまざまな媒体に
より、啓発や情報提供を行います。

- - -

・教育教材や情報誌、ホームページ
等において個人情報保護の重要性及
び個人情報が悪用されるケースなど
について広報した。

・個人情報が悪用される具体的な事
例を紹介することで、消費者被害の
未然防止に努めることができた。

・相談事例なども紹介しながら、今
後も引き続き啓発や情報提供を行っ
ていく。

市民局

(2) 苦情の処
理のあっせん

①個人情報の取り扱いに関して生じた市民と
事業者との間の苦情の処理あっせん等を行い
ます。

対応件数 - 0件

・個人情報の取り扱いに関して生じ
た市民と事業者との間の苦情の処理
のあっせん等を行う事案がなかっ
た。

-
・個人情報の取り扱いに関して生じ
た市民と事業者との間の苦情があっ
た際、処理あっせんに努める。

総務局

(3)適正な表
示に関する消
費者への啓発

(4)適正な計
量に関する調
査・指導・啓
発

４
　
個
人
情
報
保
護
施
策
の

推
進

(1)市民及び
事業者に対す
る支援

２
　
生
活
関
連
商
品
の
安
定
供
給
及
び
適
正
な
表
示
・
計
量
の
推
進
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目標値
令和4年度
実施結果

施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局

- - 0件
・協定に基づく対応を要する災害等
の事案はなかった。

-

・今後も引き続き防災計画に則り災
害時の生活物資の提供について検討
するとともに、必要に応じて新たに
協定を締結するなど、体制の充実を
図る。

経済局

- - -

・「21大都市及び東北六都市災害時
相互応援に関する協定」及び「災害
時における生活物資の協力等に関す
る協定」に関し、各協定締結都市間
の会議に参加した。

・物資の搬送体制や流通備蓄など物
資に関する情報交換を行い、協定締
結都市間での認識を共有することが
できた。

・今後も引き続き生活必需品をはじ
めとした備蓄物資や支援物資等の取
扱いなどについて協定締結都市間で
情報共有を図りながら、より実効性
のある体制の構築等に努める。

危機管理局

(2) 生活関連
商品の価格動
向の監視等

①災害時・新型インフルエンザ等発生時など
の緊急時における価格の高騰や売り惜しみ等
が生じないよう、価格の動向等を監視し、情
報提供や注意喚起を行います。

- - -

・社会情勢の変化等による価格高騰
が見られたが、注意喚起には至らな
かった。
・総務省統計局が実施している小売
物価統計調査の結果を活用し、食料
品・日用雑貨品等の価格動向を仙台
市ホームページ上で情報提供した。

・生活に密着した食料品・日用雑貨
品等に係る価格動向を確認すること
で、消費者のニーズに応じた情報提
供を行った。

・価格動向等の監視を行うととも
に、緊急時に市として対応すべき事
項の整理を行っていく。

市民局

(3) 消費者被
害の未然防止
等

①災害時・新型インフルエンザ等発生時など
の緊急時における悪質商法による消費者被害
の未然防止・拡大防止のため、消費生活情報
の提供及び相談体制の整備を行います。

- - -
・多様な媒体を活用して、消費生活
情報を提供した。

・消費生活情報の提供により、消費
者被害の未然防止・拡大防止に努め
た。

・多様な媒体を活用して、引き続き
消費生活情報の提供に努める。

市民局

(1) 国・県等
関係機関・団
体等との連携

①国、県等の関係機関・団体等と連携し、消
費者の安全を守る取り組みを推進します。

- - -
・全国会議やオンライン会議への出
席により、情報交換や意見交換を実
施した。

・会議等への参加により、各機関、
団体から情報の収集を図ることがで
きた。オンライン会議開催に係るノ
ウハウの蓄積が図られた。

・各機関、団体との連絡を密にし、
お互いに顔の見える関係を維持強化
していく。

市民局

(2) 事業者団
体等との連携

①事業者団体等との連携の強化を図り、安全
な商品・サービスを消費者に提供するよう情
報共有や啓発を行います。

- - -

・事業者団体等が主催する意見交換
会の場や懇談会等を通して相談事例
を紹介し、意見を発信することで、
事業者に対して消費者トラブルの未
然防止のための要望・啓発を行っ
た。

・相談事例を通して、安全な商品・
サービスを消費者に提供するよう指
導・啓発を行うことで、消費者被害
の未然防止を図ることができた。

・当センターの各種の相談事例につ
いて、事業者団体を通じて各構成事
業者に伝わるよう、引き続き連携強
化に努める必要がある。

市民局

①「21大都市及び東北六都市災害時相互応援
に関する協定」及び「災害時における生活物
資の協力等に関する協定」等により災害時等
における被災者に対する生活必需品の供給体
制の整備を行います。

６
　
関
係
機
関
・
団
体
等

と
の
連
携

５
　
災
害
時
な
ど
の
緊
急
時
に
お
け
る
対
応

(1)生活必需
品の安定供給
等の確保
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施策の柱Ⅱ　消費者教育・啓発の推進

- - -

・家庭科や社会科等の関連する教科･
領域における指導内容を踏まえ消費
者教育を指導計画へ位置づけてい
る。仙台市消費生活センター等、消
費者教育に関わる諸機関の知見を活
用し授業の充実を図っている。

・消費者教育の対象4領域の指導の充
実を図ることで、指導する教科・領
域との関連が明確となり、社会的自
立を促したり公正で持続可能なより
よい消費社会に積極的に関与できる
よう指導する機会が拡充した。

・消費者を取り巻く課題が多様化・
複雑化している状況を踏まえ、今後
も取組を継続していく。

教育局

出前講座
実施回数

10回／年 11回

・中学校の家庭科の授業において、
消費生活相談員がゲストティー
チャーとして出前授業を実施した。
また、教育委員会からの照会で希望
があった高等学校で、消費生活相談
員が講座を行った。
・実施回数　中学校4回、高等学校5
回、特別支援学校2回

・発達段階やテーマに応じた講師に
よる講座を実施することにより、理
解しやすく学べる内容となった。
・選挙管理課とのコラボ講座は、成
年年齢引下げによる消費者トラブル
の防止について、当事者となる高校
生に啓発する良い機会になった。

・弁護士会や事業者等に加えてNPO等
関係団体との連携を図り、消費者教
育の充実に努めていく。さまざまな
機会を捉えて講座を実施する。

市民局

②大学生、各種専門学校生等に対する消費者
教育出前講座の開催やリーフレット等の配布
等による情報提供及び啓発を行います。

出前講座
実施回数

5回／年 3回

・新型コロナウイルス感染症のた
め、目標に届かなかったが、大学・
専門学校を対象に出前講座を行っ
た。
・若者の消費者トラブルに関する啓
発動画をYouTubeや成人式の会場にお
いて放映した。

・新入生オリエンテーションでの講
座やリーフレットの配布は、進学で
新生活を始めるにあたっての注意喚
起として効果的であった。

・ポスターの掲出やリーフレットの
配布だけでなく、メール配信等さま
ざまな媒体を用いて注意喚起やセン
ターの周知を行っていく。

市民局

③小学校・中学校・高等学校等、それぞれの
発達段階に応じた消費者教育教材等を作成
し、学校における消費者教育の支援と内容の
充実を図ります。特に当事者となる若年層の
生徒に対し、成年年齢引き下げによる消費者
被害防止の広報・啓発を行います。

教材等作成数 - -

・小学生向けリーフレットを電子
リーフレットとして作成し市内小学
校5年生に提供した。
・中学生向け副読本を10,500部作成
し市内中学校1年生に配布した。
・中 学生 対象 のパンフレッ トを
10,200部作成し市内中学校3年生に配
布した。
・高校生向けリーフレットを11,500
部作成し市内高校1年生に配布した。
・高校生・大学生向けリーフレット
として5,000部作成し、講座等におい
て配布した。

・発達段階に応じた教材を配布する
ことにより、学校での授業や家庭学
習での消費者被害の防止など消費者
教育の推進に活用することができ
た。

・教材の見直しを行い、内容の更新
や仕様を変更することにより、常に
新鮮な情報を提供していく必要があ
る。

市民局

④消費者教育ウェブ教材「伊達学園」を提供
し、小学校・中学校・高等学校等それぞれの
発達段階に応じた学習機会の充実を図りま
す。【重点】

「伊達学園」
HPアクセス数

5,000件／年 219,998件/年

・ウェブ教材と関連した各年代向け
の教材を作成・配布した。
・幼児向け絵本を10,000部作成し、
296箇所に配布。
・小学校高学年向けリーフレットを
電子リーフレットとして作成しウェ
ブ教材内に掲載。
・中学生向け副読本を10,500部作成
し74校に配布。

・GIGAスクール構想によって、市内
小中学校児童生徒に1人1台クローム
ブックが整備されたことにより、教
材へのアクセス数が大幅に増加し、
授業や家庭学習で活用され、消費者
教育の推進に効果的であった。

・教材の見直しを行い、内容の更新
や仕様を変更することにより、常に
新鮮な情報を提供していく必要があ
る。

市民局

研修会開催数 2回／年 2回

・教師を対象とした消費者教育研修
会を実施した。

・8/3   仙台市消費者教育研修
・8/31　フレッシュ先生2年次研修

・2つの講座ともコロナ禍のため、オ
ンラインでの対応となったが、必修
研修であるフレッシュ先生2年次研修
においての消費者教育研修では、担
当教科を問わずに受講してもらうこ
とができ、良い機会になった。

・教員を対象とした消費者教育の研
修を企画し、より多くの教員が受講
できるための方策（開催時期等）を
検討する。

市民局

研修会開催数 3回／年 2回

・小・中・高教職員、学生を対象と
した「消費教育研修」を実施した。
　また、今年度もフレッシュ先生２
年次研修の中で、消費者教育概論～
子供を取り巻く社会の変化～と題し
た講義を行った。

・携帯電話やインターネットの普及
により、児童生徒の消費者トラブル
が増えている等、研修の中で具体的
な事例について知ることで、必要感
を持って研修に参加する受講者が増
えている。

・成年年齢が18歳に引き下げられた
ことで、消費者教育の需要が増加す
ることが考えられる。また、SDGsと
関連付けて、消費者教育について考
えていく必要がある。

教育局

⑥消費者教育ウェブ教材「伊達学園」やリー
フレット等を活用した授業実践を行い、小学
校・中学校・高等学校等における消費者教育
の内容・機会の充実を図ります。

実施回数 2回／年 各校1回以上

・各校家庭科の授業等で教材を活用
し実施している。「伊達学園」につ
いては、仙台GIGAスクールサポート
サイトで紹介している。

・消費者教育ウェブ教材「伊達学
園」やリーフレット等を活用した授
業実践を行うことで、児童生徒の興
味関心が高まっている。

・教材等を活用しながら、児童生徒
の消費者教育の内容、機会の更なる
充実を図る。

教育局

⑦教員に対し、消費者教育の情報誌を発行・
配布し、学校における消費者教育のサポート
を行います。

情報誌
作成部数

10,000部/年 10,000部

・学校における消費者教育推進のた
め、消費者教育の担い手となる教員
に対し、消費者教育情報誌を作成
し、市内の小・中・高校教員に配布
した。

・青少年の消費者トラブル相談状況
やトラブル事例に関する記事、パン
フレット、ウェブ教材の紹介を掲載
し、教員に直接情報提供すること
で、学校現場での消費者教育に活用
することができた。

・学校における消費者教育を推進す
るためには、担い手となる教員への
研修や情報提供などの啓発を今後も
継続して行っていく必要がある。

市民局

令和4年度仙台市消費生活基本計画の実施状況報告書
（計画期間：令和3年度から令和7年度まで）

実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局

①小学校・中学校・高等学校等、それぞれの
発達段階や希望テーマに応じ、関係機関・団
体等や専門の講師を活用し、消費者教育の内
容・機会の充実を図ります。

⑤教員を対象とした研修会・講座等を実施
し、小学校・中学校・高等学校等における消
費者教育の内容・機会の充実を図ります。
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主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況目標値

令和4年度
実施結果
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実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局
施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況目標値

令和4年度
実施結果

⑧児童・生徒の身近な問題であるインター
ネット・携帯電話等に関する講座の開催や情
報提供を行います。

出前講座
実施回数

3回／年 0回

・インターネット・携帯電話に特化
した出前講座についてはなし。
・中学生向け副読本を10,500部作成
し市内中学校1年生に配布した。
・中 学生 対象 のパンフレッ トを
10,200部作成し市内中学校3年生に配
布した。
・高校生向けリーフレットを11,500
部作成し市内高校1年生に配布した。

・講座の希望はなかったが、教材の
配布によりインターネット、携帯電
話等の身近な消費者トラブルの情報
を提供することで、同様のトラブル
の未然防止に寄与した。

・消費者問題や消費者教育の専門家
との連携を図り、より実態に即した
効果的な消費者教育講座の推進を図
る必要がある。

市民局

⑨スチューデントシティ・ファイナンスパー
クの活用等により、金銭・金融や生活費設計
等に関する消費者教育を実施します。特に
ファイナンスパークの活動では、一か月の世
帯収入をどのように設計するかを学びます。

実施校数

仙台市立の小
学校118校

中学校・中等
教育学校65校
・特別支援学

校1校
その他、希望
する市内の県
立・私立学校

小学校119校
（市立118校、
私立1校）、中
学校・中等教
育学校65校、
希望する市内
の県立中学校1
校、私立学校2

校

・仙台子ども体験プラザでの実施
は、スチューデントシティ（小学
生）を中心に行い、ファイナンス
パーク（中学生）は主に中学校に職
員が行って、指導・実施した。

・仙 台子 ども 体験プラザで 、ス
チューデントシティの活動を行うこ
とで、社会人としての態度について
考えることができた。
・ファイナンスパークでは、生徒の
生活設計力や意思決定の考え方など
を高めることができた。

　
・体験活動を効果的なものにするた
めの事前指導の充実と事後指導での
振り返りを行うことで、体験だけで
終わりにせず、自分づくり教育を体
系的につなぐことが重要と考えてい
る。

教育局

⑩外国人留学生に対し、（公財）仙台観光国
際協会が実施するオリエンテーション等によ
り消費生活情報を提供します。

出前講座
実施回数

- 9回

・外国人留学生が日本での生活に必
要なことについて学び、地域で安
心・快適に暮らせるためのオリエン
テーション等を実施した。

・外国人留学生受入機関での実施に
より、仙台での居住や入国が間もな
い方も確実にオリエンテーションに
参加でき、必要な情報提供ができ
た。

・今後も、防災、交通、ゴミの捨て
方など、外国人留学生に必要な生活
情報を提供していく。

文化観光局

(2)幼児に向
けた消費者教
育・啓発

①保育所・幼稚園等と連携し、幼児向けの啓
発教材の配布を行います。

教材作成数 9,000部/年 10,000部
・幼児向け絵本を10,000部作成し、
市内保育所、幼稚園438箇所の3歳児
を対象に配布した。

・教材を絵本にすることで、年齢に
合わせた理解につなげることがで
き、また親子で読むことで家庭での
消費者教育に活用することができ
た。

・内容を見直し、常に新鮮な情報を
提供していく必要がある。
幼児期から年齢に合わせた消費者教
育に触れる機会をつくる。

市民局

(3) 若い世代
に向けた消費
者教育・啓発

①成人式や新入生オリエンテーションなどさ
まざまな機会を捉え、消費者教育出前講座の
開催やリーフレットの配布等による情報提供
及び啓発を行います。【重点】

情報提供回数 5回／年 4回

・成人式の会場で注意喚起動画を放
映した。
・大学の新入生オリエンテーション
において出前講座を行った。(2回)
・若者に多いトラブルの注意喚起動
画をSNSなどの広告媒体を使用し啓発
を行った。(YouTubeバンパー広告)

・コロナ禍のため、新入生オリエン
テーションの機会は減っているが、
さまざまな媒体を活用し、若者が陥
りやすいトラブルに対して情報提供
することで、未然防止に寄与した。

・学校や大学等に対し、メール配信
等、さまざまな媒体を用いて、セン
ターの周知や注意喚起情報の発信な
どを行っていく。

市民局

①若年層、特に当事者となる年齢の生徒の保
護者に向け、主な消費生活の場である家庭に
おいて活用してもらう啓発リーフレット等の
配布を行い、成年年齢引き下げによる消費者
被害の未然防止・拡大防止を図ります。【重
点】

教材等作成数 - 21,200部

・家庭での消費者教育の参考に市内
中学3年生の保護者を対象にリーフ
レットを10,700部作成し配布した。
・家庭向けリーフレット（小学生
版）を10,500部作成し市内小学5年生
の保護者を対象に配布した。

・保護者向けのリーフレットを配布
し、家庭で活用してもらうことで、
日常の消費生活への意識づけに寄与
した。

・内容を見直し、常に新鮮な情報を
提供していく必要がある。
また、保護者向けの啓発が進められ
るようPTAなどに働きかけていく。

市民局

②家計収支の均衡が取れていないなど、家計
に課題を抱える生活困窮者及び生活保護受給
者に対し、収入、支出その他家計の状況の適
切な把握及び家計の改善の意欲を高めること
を支援するとともに、自ら家計管理ができる
よう支援します。

新規相談件数 - 新規相談155件
・市内2か所に窓口を設けているほ
か、専用電話での相談を受け付けて
いる。

・相談者の家計に関する課題を見え
る化し、早期の生活再生を目指し支
援することができた。
・リーフレットやホームページへの
掲載などにより相談者や関係機関へ
の認知が広がった。

・複合的な課題を抱え継続的な支援
が必要なケースもあるため、関係機
関との更なる連携を意識しながら取
り組む。

健康福祉局

消費生活講座等実
施回数

5回/年 5回

・消費者月間記念事業としての消費
生活講座を1回、一般向け消費生活講
座を2回、小学生向け夏休み親子講座
を2回を、それぞれ各種テーマで開催
した。参加者は延べ182人。

・日常生活で活用してもらうことを
目的にさまざまな角度から消費生活
に関する知識や情報を提供し、消費
者の意識向上に寄与した。また、参
加者へのアンケートにより、関心の
あるテーマを把握することができ
た。

・市民の関心の高いテーマ、伝えた
いテーマのバランスを考慮しなが
ら、さらなる参加者の拡大を図るた
め、テーマを検討していく。

市民局

学習講座数 -
市民センター
12館で15講座

・老壮大学等において、消費者被害
防止等についての講座を実施した。

・消費者被害防止や食育等について
市民に啓発することができた。

・市民センターの講座ではさまざま
な現代的課題をテーマとして取り上
げているが、消費者教育・啓発につ
いても、テーマの一つとして講座の
開催を引き続き検討していく。

教育局

②地域団体、事業者、任意のグループ等に対
し、出前講座「くらしのセミナー」を開催
し、消費者教育・啓発を行います。

出前講座
実施回数

50回/年 19回

・新型コロナウイルス感染症の影響
により実施回数が少なかったが、地
域団体等からの要請により、消費者
被害の防止などに関する「くらしの
セミナー（出前講座）」を行った。
実施回数19回
参加人数延べ415人

・相談が多く寄せられている事例や
特殊詐欺の手口とそれらの対処法を
周知することで、受講者の消費者被
害防止の意識を高めることができ
た。また、消費生活の相談窓口（消
費生活センター）を周知することが
できた。

・高齢者の消費者トラブルが増加し
ており、消費生活に必要な情報提供
や消費者被害の未然防止を図るた
め、出前講座のPRを積極的に行って
いく。

市民局

③消費生活パートナーと連携して、市民への
啓発を行います。

消費生活
パートナー
登録者数

計画終了時点
で

40人以上
47人

・登録者47人（新規登録6人、登録継
続41人）
養成講座を実施するとともに、啓発
資料等の提供を行った。

・地域の方々への注意喚起や情報提
供、消費者トラブルで困っている方
に消費生活センターを案内するなど
の活動が実施されており、消費生活
センターと消費生活パートナーが連
携して消費者啓発に取り組むことが
できた。

・消費生活パートナーを育成する一
方で、現在取り組まれているさまざ
まな主体の活動を把握し、パート
ナーシップの構築を目指す。

市民局

(4)家庭に向
けた消費者教
育・啓発

(5)地域や一
般市民に向け
た消費者教
育・啓発

①各世代の市民を対象とした講座を開催し、
消費者教育・啓発を行います。
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実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局
施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況目標値

令和4年度
実施結果

(5)地域や一
般市民に向け
た消費者教
育・啓発

④消費者団体等が市民の消費生活の安定及び
向上に資する事業に取り組むための支援を行
います。

補助金交付件数 3件/年 4件

・消費者団体等が行う、市民の消費
生活の安定及び向上に資する事業に
対して補助金を交付し、その活動を
支援した。

・消費者団体が行う活動を資金面で
支援することにより、団体による消
費者教育や啓発が推進された。

・消費者行政とのパートナーシップ
に該当する事業に対し幅広く支援を
行っていく。

市民局

(6) 外国人住
民に向けた消
費生活情報の
提供

①外国人住民に対し、（公財）仙台観光国際
協会が実施するオリエンテーション等により
消費生活情報を提供します。

講座実施回数 - 4回

・外国人市民が日本での生活に必要
なことについて学び、地域で安心・
快適に暮らせるためのオリエンテー
ション等を実施した。

・外国人市民が受講している日本語
講座の一環として実施することによ
り、必要としている対象に対し、的
確に情報伝達ができた。

・今後も、防災、税金、医療情報な
ど、外国人市民に必要な生活情報を
提供していく。

文化観光局

①ホームページ、消費生活情報誌、メール配
信、YouTubeなど、さまざまな媒体による消
費者教育や啓発、情報提供を行います。

- - -

・仙台市ホームページにおいて消費
生活センターサイトをリニューアル
し、ホームページの更新、メール配
信により、消費生活に関する情報や
消費者トラブルの注意喚起情報を提
供し、啓発を行った。また、平成29
年度に開始したYouTubeも活用し、動
画配信も行った。学校や家庭で消費
生活について学べる「消費者クイ
ズ」を作成し、消費者教育ウェブ教
材「伊達学園」に掲載した。
そのほか、リーフレット、消費生活
情報誌等を活用して、広報・啓発を
行った。

・さまざまな媒体を活用すること
で、幅広い年代の消費者に情報提供
することができた。

・今後も引き続きさまざまな媒体を
活用した情報発信を行っていく。

市民局

②市や関係機関・団体等による消費者教育に
関する取り組みをまとめた「せんだい消費者
支援バンク」を作成し、人材の活用や情報提
供を行います。

配布部数 450部/年 237部

・学校における消費者教育の推進の
ため、行政や関係機関等における取
り組みをまとめ、市内学校及び教育
関係部署に配布を行った。
また、市ホームページに掲載し、広
く活用してもらうよう情報提供を
行った。
小・中・高校・特別支援学校等　232
部、教育関係部署　5部

・学校及び教育関係部署に配布した
ことにより、各団体等で取り組んで
いる消費者教育に関する情報提供を
行い、活用を促すことができた。

・消費者教育に係る情報を得やすい
環境の整備のため、今後も継続して
行っていく必要がある。

市民局

①地域等身近な場所での啓発を行う「消費生
活パートナー」を育成します。

消費生活
パートナー
登録者数

計画終了時点
で

40人以上
47人

・登録者47人（新規登録6人、登録継
続41人）
養成講座を実施するとともに、啓発
資料等の提供を行った。

・地域の方々への注意喚起や情報提
供、消費者トラブルで困っている方
に消費生活センターを案内するなど
の活動が実施されており、消費生活
センターと消費生活パートナーが連
携して消費者啓発に取り組むことが
できた。

・消費生活パートナーを育成する一
方で、現在取り組まれているさまざ
まな主体の活動を把握し、パート
ナーシップの構築を目指す。

市民局

②出前講座等で質の高い消費者教育や啓発を
行うため、消費生活相談員のスキル向上を図
るとともに、年代やテーマに応じたマニュア
ルを整備します。

- - -
・過去の資料を、年代やテーマに応
じて整理し、消費生活相談員全員で
共有し活用できるようにした。

・消費生活相談員全員で、年代や
テーマに応じた適切な資料作りがで
きるようになった。

・今後も引き続き、タイムリーな事
例に対応した、適切な内容のマニュ
アルとなるよう整備を行っていく。

市民局

①消費生活講座やさまざまな媒体を活用し、
環境に配慮したライフスタイルの啓発を行い
ます。

環境をテーマとし
た消費生活講座等

実施回数
1回 3回

・一般向け消費生活講座では、乾物
クッキングをテーマに講座を開催
し、食品ロス削減に係る啓発を行っ
た。また、小学生向け夏休み親子講
座では、お天気実験や牛乳パックを
使った工作をテーマに講座を開催
し、環境問題について考える機会を
つくった。

・受講者に対して、環境問題につい
て考える機会を提供することができ
た。

・SDGsの達成に向け必要性が高まっ
ていることから、消費生活講座にお
いて、環境をテーマとする講座を継
続的に行っていく。

市民局

②エシカル消費（フェアトレードや地産地
消、食品ロス削減など）等の普及啓発を行
い、消費者市民社会の形成に向けた取り組み
を推進します。【重点】

啓発イベント等実
施回数

1回 1回

・「What'sエシカル」と題し、食品
ロス削減や地産地消などエシカル消
費についてのトーク＆ライブイベン
トを開催した。
参加人数　113人

・参加者アンケートの内容から、エ
シカル消費について理解を深めても
らうことができ、イベントの満足度
も高く、普及啓発の目的が果たせ
た。

・イベントを継続して定着させると
ともに、エシカル消費について、引
き続き普及啓発を行っていく。

市民局

③事業者等との連携により「仙台市消費者川
柳」の募集・表彰を行うことで、消費者被害
の未然防止や持続可能な社会の形成に寄与す
る人材の育成につなげます。

応募人数 500人 1,311人

・事業者等から協賛・後援をいただ
き、6月中旬から9月中旬にかけて消
費者川柳を募集したところ、1,311人
から2,285句の応募があり、15句の入
賞作品を表彰した。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。また、ホームページや
情報誌への掲載等による啓発に入賞
作品を活用することで、市民への浸
透を図ることができた。

・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。また、
消費者被害の未然防止や持続可能な
社会の形成に寄与する人材の育成に
つなげ、入賞した川柳の活用により
市民への浸透を図る。

市民局

補助金交付件数 8件/年 8件
・みちのく環境管理規格認証登録推
進補助制度により取得を支援した。

・中小事業者の環境配慮への取り組
みを推進することができた。

・引き続き補助金交付により、事業
者の認証取得に対するインセンティ
ブを高める。

環境局

仙台市環境配慮事
業者認定制度の認
定店舗・事業所等

の数

計画終了時点
で

500カ所以上
505カ所

・認定事業者の取組みを紹介した事
例集の作成のほか、ホームページ等
でも制度や取組みの広報を行った。
また、認定証授与式や広報活動など
も実施し、制度の普及啓発を図っ
た。

・環境に配慮した事業活動に対する
市民・事業者の認知度・理解度を着
実に向上させることができた。

・引き続き、当該制度の周知を図る
とともに、目標達成に向けて、優良
事業者の紹介や事業者向け広報誌の
活用などを実施する。

環境局
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①事業活動における環境配慮を推進します。

(1)持続可能
な社会を目指
す消費生活に
関する啓発・
情報提供

(8)人材の育
成

(7)消費生活
に関する情報
の提供

(2)持続可能
な社会を目指
す消費者志向
経営の推進
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実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局
施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況目標値

令和4年度
実施結果

②一定規模以上の事業者に温室効果ガス削減
のための計画書等の提出を義務付けるととも
に、市が事業者の取り組みへの助言等による
支援を行うことで、温室効果ガス排出とエネ
ルギーコストの削減を推進します。

参加事業者数 - 176事業者

・任意提出事業者の参加促進を図る
ほか、参加事業者の排出削減の取り
組みについて助言等による支援を実
施した。

・企業団体等への制度説明や中小企
業者等向けの省エネ設備等導入支援
補助金の活用等により、市域事業者
の制度参加の拡大が図られた。

・今後も情報発信に努め、事業者の
参加促進により、市域の温室効果ガ
ス削減を図る。

環境局

(2)持続可能
な社会を目指
す消費者志向
経営の推進

③地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与
する優れた取り組みを行っている市内の中小
企業を表彰・紹介することにより、中小企業
の独創的な社会的課題解決や魅力的な職場環
境づくりに向けた取り組みを後押しするとと
もに、取り組みの波及による地域の活性化と
中小企業の持続的な発展を図ります。

仙台「四方よし」
大賞制度における
大賞・優秀賞・宣
言企業の合計数

47社 44社

・宣言企業を通年で募集し、令和4年
度末まで延べ31社が登録している。
これまでの表彰企業（大賞・優秀
賞）と併せて合計数は44社となって
いる。また、令和4年度は大賞表彰を
実施し、宣言企業の中から大賞1社、
優秀賞2社、特別賞1社を表彰した。

・表彰制度を通じて、地域の活性化
と中小企業の持続的な発展を図るこ
とができた。

・令和5年度は、通年で宣言企業を募
集するとともに、更なる認知度向上
に努める。

経済局

①児童・生徒が地球環境への理解を深め、主
体的に環境保全に取り組む意識が育つよう、
環境負荷を軽減する実践活動を推進します。

プラスチック分別
実施学校数

プラスチック排出
量

仙台市立
全学校実施

仙台市立全学
校（189校）
31,542㎏

・仙台市立全学校で排出されるごみ
のうち、プラスチックの分別・収集
を行った。

・各学校におけるプラスチックの分
別収集は、児童生徒の環境教育や分
別リサイクルの普及啓発の観点か
ら、平成17年度より仙台市立全学校
で実施している。児童生徒や教職員
ひとりひとりが環境行動の必要性を
理解し、家庭生活と同様に、学校生
活においてもごみの分別収集を行う
ことが定着している。
また、定期的にごみの分け方に関す
る通知を行うことで、分別収集につ
いての意識の向上を図った。

・今後も継続的に実施していく。 教育局

②市民活動団体など多様な主体と連携し、環
境教育・学習を推進し、 主体的かつ積極的
に環境配慮行動に取り組む人づくりを進めま
す。

- - -

○杜々かんきょうレスキュー隊
　保育所・小学校等での環境学習プ
ログラム体験実践…62回実施
○[環境社会実験]未来プロジェクト
in仙台
　4団体がそれぞれのテーマで、通年
で取り組んだ。
○環境フォーラムせんだい
　仙台防災未来フォーラム内で開
催。22団体が20ブースを出展し、ス
タンプラリーやステージ企画も行っ
た。

FEEL Sendaiの構成団体をはじめ、環
境団体や大学等と協働で事業を行う
ことができた。

・今後もFEEL Sendai委員をはじめ、
市民・環境団体・事業者・行政等と
の協働により、事業を展開してい
く。

環境局

③市民活動団体・大学等と連携し、環境学習
プログラム実施の支援を行います。

実施回数 - 85件
・町内会や市内小中学校等に講座情
報を提供し、受講にかかる講師謝礼
金を支援した。

・市民が環境について学ぶ機会を提
供することができた。

・より多くの方に利用してもらえる
よう、受け手のニーズを把握し、内
容を拡充していくとともに、引き続
き受講の支援を行い、市民の環境教
育・学習を推進していく。

環境局

④ホームページやせんだい環境学習館におい
て環境教育・学習情報の提供を行います。

Webサイトたまき
さん

アクセス件数
100,000件/年 85,443件

・せんだい環境学習館
 環境に関する講座の開催や図書等の
貸出し等
…年間利用者数3,143人　講座の開催
22回
　　図書の貸出件数1,549冊

・令和3年度末にリニューアルした
Webサイトたまきさんにより、更に分
かりやすく環境に関する情報提供が
できた。
また、せんだい環境学習館での講座
の開催等により、環境学習の機会を
提供できた。

・リニューアルされたWebサイトたま
きさんを活用して、環境に関する情
報提供を継続的に行い、市民への更
なる環境啓発に努める。
・引き続き環境教育・学習に関する
情報提供を行い、環境について考え
る機会を提供する。

環境局

①3Rの徹底とごみの発生抑制のために、さま
ざまな媒体によりごみ減量・リサイクル情報
を発信します。

ワケルネット
アクセス件数

553,000件／年 310,553件

・ごみ減量・リサイクル情報につい
て、総合的な情報提供を行った。
・ホームページ「ワケルネット」
・ワケ猫ちゃんのtwitter
・ワケルキャンパスInstagram
・「みんなですすめよう！3R」の作
成
・ごみの分別事典「(保存版)資源と
ごみの分け方・出し方」の改訂

・ホームページやtwitter、リーフ
レットなど、さまざまな媒体を活用
したことで、市民に向けた情報発信
を幅広く行うことができた。

・3Rの徹底やごみ発生抑制に向け、
今後も継続して情報発信をしてい
く。また、ホームページやSNSの情報
更新をこまめに行い、利用者の利便
性の向上を図る。

環境局

②ごみ減量の観点から、食品ロスの削減に取
り組みます。【重点】

モッタイナイキッ
チンアクセス数

25,000件／年

※令和4年10月
にモッタイナ
イキッチンを
ワケルネット
に統合

ワケルネット
アクセス数
310,553件

・ワケルネットにおいて、食品ロス
削減に関する取り組みについての情
報発信を行った。
・せんだい食エコリーダーによる市
民向け食品ロス削減講座（全3回6講
座）を実施した。
・事業系食品ロス削減に向け、小売
店等と消費者をマッチングする「ワ
ケルくんもったいないマルシェ」を
開始した。

・ワケルネットでの情報発信や食品
ロス削減講座の開催、ワケルくん
もったいないマルシェ等により、食
品ロス削減に対する市民、事業者の
意識向上を図ることができた。

・引き続き様々な媒体や機会を通じ
た情報発信、食品ロス削減ガイド
ブックを活用した市民向け講座等を
行うとともに、ワケルくんもったい
ないマルシェの利用者や参加事業者
の拡大を図るなど、食品ロス削減の
行動の実践につながる取り組みを進
める。

環境局
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(3)環境教
育・学習の推
進

(4)資源循環
都市を目指す
消費生活の推
進

経営の推進
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実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局
施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況目標値

令和4年度
実施結果

③食育の一環として、食品ロスについて市民
への啓発を行います。

啓発回数
対象人数

- -

・区保健福祉センター等で食育月間
パネル展等でのリーフレット配布や
区保健福祉センターで作成した食育
リーフレットに食品ロスに関する情
報を掲載し配布した。

・食に関する事業の多くに食品ロス
の内容を盛り込むことで、広く市民
に周知する機会をつくることができ
た。

・仙台市食育推進計画〔第2期〕後期
計画の推進項目として、関係団体、
庁内関係各課と連携し、市民への啓
発に取り組む。

健康福祉局

④賞味期限まで１年未満となった災害用備蓄
物資について、フードバンク等へ提供するこ
とにより食品ロスの削減を図ります。

物資提供回数 1回以上／年
11回

（防災訓練
除く）

・食料、飲料水は地域の防災訓練等
への提供のほか、フードバンクへの
提供も行った。
粉ミルクは乳児院等へ提供。

・食料、飲料水を提供することで、
食品ロス削減、廃棄物削減につな
がった。
粉ミルクは全量提供済。

・今後も食料等の提供を継続する。
令和５年度はコロナ禍が落ち着き始
める事が予想され、防災訓練等が昨
年より増えてくることが見込まれる
ため、より一層の食品ロスに努め
る。
提供しきれなかった災害用備蓄物資
については、たい肥化等によりさら
に活用を図る。

危機管理局

①熱エネルギーを有効活用することにより平
常時の低炭素化を推進するとともに、停電時
に備えた分散型電源の普及、気候変動への適
応力向上を推進するため、窓断熱改修または
熱エネルギーを有効活用するためのシステム
の導入を支援します。

支援制度実施件数 - 343件
・仙台市熱エネルギー有効活用支援
補助事業を実施した。

・補助事業により、約162ｔ-CO2ほど
温室効果ガス排出量の削減効果が見
込まれる。

・今後は、窓断熱改修や熱エネル
ギーを有効活用するためのシステム
の導入を引き続き支援することに加
え、高断熱住宅の普及に向けての支
援も実施していく。

環境局

②市民や事業者等と協働して省エネ・創エ
ネ・蓄エネの3E行動の普及啓発により市民の
環境配慮行動の促進を図ります。

動画の再生回数
ツールのアクセス

数
- 11,123回

・市民・事業者と協働で3E（省エ
ネ・創エネ・蓄エネ）啓発に取り組
む「せんだいE-Action実行委員会」
をとおし、省エネ等を呼びかける動
画の配信や、家庭における省エネ度
を診断できるツールの運用、SNSを用
いたキャンペーンの開催などWebを活
用した取り組みを行った。
・新型コロナウイルス感染症拡大防
止策を講じながら、全11イベントを
行った。（主催：5回、出展：6回）

・Web動画の配信や省エネ診断ツール
の運用、新たに行ったSNSキャンペー
ン、イベントへの出展により、3Eへ
の意識を喚起することができた。

・3Eの啓発のためのイベントを開催
する。また、引き続きWebでの啓発活
動に取り組む。

環境局

③市公用車を率先して次世代自動車に転換す
るとともに、電気自動車については、専用ロ
ゴマーク「でんでんくん」をラッピングし、
業務で使用することにより市民への普及啓発
を推進します。

次世代自動車普及
啓発

- 2台導入

・市公用車の内、二酸化炭素削減効
果及び市民への啓発効果の高い車両
について、電気自動車等を導入し
た。（R4：2台導入）

※電気自動車等：電気自動車及びプ
ラグインハイブリッド自動車

・公用車を電気自動車等に転換する
とともに、電気自動車等（デザイン
に専用ロゴマーク「でんでんくん」
を採用）を公用車として利用するこ
とで市民への普及啓発を促進するこ
とができた。
・自動車環境負荷低減を図るととも
に、二酸化炭素削減の取り組みを推
進することができた。

・今後も電気自動車等の効果的な普
及啓発を継続する。

環境局

④環境負荷の小さい商品・サービスを選択す
るグリーン購入の促進を図ります。

グリーン購入に関
する動画の再生回

数
- 240回

・Web動画によりグリーン購入を紹介
した。
・小学校の新入学説明会で文具のグ
リーン購入を促すチラシを配布し
た。

・Web動画を通じてグリーン購入の取
り組みを推進することができた。
・文具を買いそろえる機会を捉えた
啓発を行うことができた。

・グリーン購入に関するお買い物体
験等のイベントを開催する。また、
グリーン購入を促進するためのキャ
ンペーンを実施する。

環境局

- - -
・畑作りの計画を作成し、子ども達
に作物の世話や生長の観察、収穫を
通した働きかけを実施した。

・子ども達が食に興味を持ち、食べ
ることを楽しむ気持ちを育むことが
できた。

・今後も、保育のなかで食育を展開
していく。

こども若者局

- - -

・健康教育課職員が単独調理校を訪
問し、学校給食の実施状況や食に関
する指導状況の確認を行い、教職員
に対して指導助言を行ったほか、学
校給食センター職員が対象校を訪問
し、児童生徒に食に関する指導など
を行った。また、食育の取組の啓発
として、教職員向けに「食に関する
指導推進研修会」を開催した。

・「食に関する指導の手引 第二次改
訂版」を活用した効果的な指導を計
画的に実施するなど、体系的・組織
的な食育の推進が図られた。

・今後も食に関する指導が適切に行
われるよう、学校訪問による指導助
言や研修会を実施し、学校と連携を
深めながら食育の推進を図ってい
く。

教育局

②市内産の農産物や地産地消について広く情
報を発信します。

- - -

・ 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト 及 び 公 式
Instagram『とれたて仙台』を開設
し、生産者インタビュー、仙台産農
産物を使ったレシピ、直売イベン
ト、販売店などを掲載し、随時更新
を行った。

・仙台産農産物のPRを図り、消費者
の地産地消に対する興味・関心を高
めることができた。
・令和4年度公式ウェブサイト訪問数
13,906件
・ 公 式 Instagram フ ォ ロ ワ ー 数
1,438名（令和5年3月31日時点）

・より多くの消費者に届く情報発信
を実現する。Instagramについては、
消費者、生産者、企業・団体等の多
様な方々にハッシュタグ「♯とれた
て仙台」をつけて投稿してもらい、
多方面からの仙台産農産物に関する
情報が集まる場を作る。

経済局

③消費者と生産者が交流したり農業を体験す
る機会をつくります。

交流イベント参加
者数

20,000人／年 11,510名
・収穫まつり・農業体験や料理教室
などのイベントを開催した。

・各種イベントを通じ、消費者に対
して市内産農産物のPR及び、生産農
家と市消費者との交流や農業体験の
場の提供を行うことができた。

・引き続き各種イベントの実施や、
情報提供に努める。

経済局

①保育所・学校において食育の推進を行いま
す。

(6)食育の推
進

(5)脱炭素型
のライフスタ
イルの推進

(4)資源循環
都市を目指す
消費生活の推
進

２
　
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
推
進
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実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局
施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況目標値

令和4年度
実施結果

④健康な暮らしを送るための食に関する知識
や情報を発信し、健康的な食生活を推進しま
す。

啓発回数
対象人数

220回/年
8,000人/年

46回
2,013人

・食育推進計画に基づき、特に若い
世代、子育て中の世代に向け、食育
活動の機会等を活用し、啓発した。
・幼児健診での啓発については、新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り、集団指導を中止したため、講話
に代えリーフレット等の配布を行っ
た。

・自分自身や子供、家族全体の食生
活について見直し、実践する機会と
なっている。

・今後、特に、若い世代に対する健
康づくりや食についての関心を高め
るための重点的な啓発活動を進めて
いく。

健康福祉局

⑤市民の健康づくりを支援するため、栄養成
分表示や健康に配慮した飲食店・惣菜店等を
増やし、健康的な食生活の環境整備を図りま
す。

食で健康サポート
店の登録店舗数

増加
82店舗

（前年度比
-4件）

・新型コロナウイルス感染症の影響
により、飲食店に対する積極的な働
きかけはできなかった。登録店舗に
対しては、健康づくりに関するポス
ターを送付した。

・啓発ポスターを送付することで、
登録店舗への啓発と登録店舗から市
民への健康づくりに関する啓発がで
きた。

・登録店舗の増加を目指す。また、
登録店舗情報を市民へ向けて発信
し、栄養成分表示の活用や健康に配
慮した食生活の推進を図る。

健康福祉局

(1) 連絡組織
の運営

①「消費者教育推進地域協議会」において情
報共有を図り、消費者教育・啓発を総括的・
効果的に進めます。

協議会開催回数 1回／年 1回

・「青少年に向けたインターネット
の安心・安全な利用のための啓発活
動について」をテーマとして、開催
した。

・東北総合通信局における青少年の
安心安全なインターネット利用環境
の整備への取り組みについて、情報
共有を図ることができた。

・今後も多様なテーマを扱いなが
ら、消費者教育についての情報共有
を図っていく。

市民局

①「消費者教育連絡会議」において情報を共
有し、学校における消費者教育の充実を図り
ます。

会議開催回数 1回／年 1回
・消費生活センターと教育現場等の
連携強化を図る消費者教育連絡会議
を開催した。（1回）

・小・中学校の社会科部会、家庭科
部会や市立高校の先生方との貴重な
意見交換の場であり、当センターの
消費者教育支援事業にも参考になる
意見を伺うことができた。

・今後も教育現場の声を聴くことの
できる貴重な機会として継続し、新
規事業や教材の作成に反映させてい
く。

市民局

②消費生活パートナーを育成し、連携して啓
発を行います。

消費生活
パートナー
登録者数

計画終了時点
で

40人以上
47人

・登録者47人（新規登録6人、登録継
続41人）
養成講座を実施するとともに、啓発
資料等の提供を行った。

・地域の方々への注意喚起や情報提
供、消費者トラブルで困っている方
に消費生活センターを案内するなど
の活動が実施されており、消費生活
センターと消費生活パートナーが連
携して消費者啓発に取り組むことが
できた。

・消費生活パートナーを育成する一
方で、現在取り組まれているさまざ
まな主体の活動を把握し、パート
ナーシップの構築を目指す。

市民局

③市民活動団体と連携し、消費者教育・啓発
を推進するとともに、必要な支援を行いま
す。

補助金交付件数 2件/年 3件

・消費者団体等が行う、市民の消費
生活の安定及び向上に資する事業に
対して補助金を交付し、その活動を
支援した。

・消費者団体が行う活動を資金面で
支援することにより、団体による消
費者教育や啓発が推進された。

・消費者行政とのパートナーシップ
に該当する事業に対し幅広く支援を
行っていく。

市民局

(3) 専門的な
知識を持った
関係機関・団
体等との連携

①大学等高等教育機関、財団法人消費者教育
支援センター、弁護士会・司法書士会、東北
総合通信局等、消費者教育に関して専門的な
知識を持った関係機関・団体等との連携を強
化します。

関係機関・団体へ
の依頼件数

- 1回

・教職員向け消費者教育研修に大学
から専門知識を持つ講師の派遣をう
けた。
　実施回数 　1回
　参加人数 　9人

・専門の知識や情報などを持つ団体
や企業との連携により、より鮮度の
高い情報提供ができた。

・今後も出前講座や研修会などの講
師派遣等を通じて連携を図ってい
く。

市民局

①事業者団体のCSRの活動等と連携し、消費
者教育・啓発を推進します。

- - -

・事業者等からの協賛・後援をいた
だき「仙台市消費者川柳」事業を実
施した。
・インターネット取引や生命保険な
どに関わる事業者等と連携し、消費
生活講座を行った。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。
・専門の知識や情報等を持つ団体と
の連携により、より鮮度の高い情報
提供ができた。

・今後も出前講座や研修会などの講
師派遣等を通じて連携を図ってい
く。
・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。
・今後も消費生活講座の講師依頼等
を通じて連携を図っていく。

市民局

②事業者等との連携により「仙台市消費者川
柳」の募集・表彰を行うことで、消費者被害
の未然防止や持続可能な社会の形成に寄与す
る人材の育成につなげます。【再掲】

応募人数 500人 1,311人

・事業者等から協賛・後援をいただ
き、6月中旬から9月中旬にかけて消
費者川柳を募集したところ、1,311人
から2,285句の応募があり、15句の入
賞作品を表彰した。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。また、ホームページや
情報誌への掲載等による啓発に入賞
作品を活用することで、市民への浸
透を図ることができた。

・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。また、
消費者被害の未然防止や持続可能な
社会の形成に寄与する人材の育成に
つなげ、入賞した川柳の活用により
市民への浸透を図る。

市民局

３
　
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連
携

(4)事業者団
体等との連携

(2)学校・市
民等との連携
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施策の柱Ⅲ　消費者被害の防止及び救済

①さまざまな媒体の活用及び多様な主体との
連携により、消費生活センターの相談窓口の
さらなる周知に努めます。【重点】

消費生活センター
の認知度

・名前も業務内
容も知っている
市民の割合50%

以上
・名前を知って
いる市民の割合
90%以上

（いずれも計画
終了時点）

・名前も業務内
容も知っている
市民の割合
44.8%

・名前を知って
いる市民の割合

86.3%
（R4市政モニ
ターアンケート
結果）

・市政だより等に記事を掲載し、消
費者トラブルに関する注意喚起及び
消費生活センターのPRを行った。
・仙台駅南部地下道および仙台駅西
口中央地下道への広告掲出、ラジオ
放送、情報誌への記事掲載、区役所
のモニター活用等により、消費生活
相談窓口の周知を行った。
・特殊詐欺や消費者被害防止の啓発
及び相談ダイヤル周知のポスターを
作成し、市内医療機関、町内会等へ
配布した。
・消 費生 活セ ンターの PR 動画を
YouTubeや郵便局で放送した。

・「名前も業務内容も知っている市
民の割合」の推移
平成27年度：24.6％
平成28年度：38.0％
平成29年度：40.5％
平成30年度：43.3％
令和元年度：37.9％
令和2年度：46.6％
令和3年度：42.9%
令和4年度：44.8%
（※平成27年度～令和元年度は各種
イベントでのアンケート結果によ
る。令和2年度以降は、市政モニター
アンケートの結果による。）

・今後もさまざまな媒体の活用及び
多様な主体との連携により、消費生
活センターの相談窓口の周知を図っ
ていく。令和5年度も市政モニターア
ンケートを実施する予定。

市民局

②地域団体、事業者、任意のグループ等に対
し、出前講座「くらしのセミナー」を開催
し、消費者被害防止の意識を高めます。

出前講座
実施回数

50回／年 19回

・新型コロナウイルス感染症の影響
により実施回数が少なかったが、地
域団体等からの要請により、消費者
被害の防止などに関する「くらしの
セミナー（出前講座）」を行った。
実施回数19回
参加人数延べ415人

・相談が多く寄せられている事例や
特殊詐欺の手口とそれらの対処法を
周知することで、受講者の消費者被
害防止の意識を高めることができ
た。
また、消費生活の相談窓口（消費生
活センター）を周知することができ
た。

・高齢者の消費者トラブルが増加し
ており、消費生活に必要な情報提供
や消費者被害の未然防止を図るた
め、出前講座のPRを積極的に行って
いく。

市民局

③ホームページ、メール配信、YouTubeな
ど、さまざまな媒体による情報提供、リーフ
レットや消費生活情報誌等を活用した啓発を
行います。【重点】

- - -

・仙台市ホームページにおいて消費
生活センターサイトをリニューアル
し、ホームページの更新、メール配
信により、消費生活に関する情報や
消費者トラブルの注意喚起情報を提
供し、啓発を行った。また、平成29
年度に開始したYouTubeも活用し、動
画配信も行った。
そのほか、リーフレット、消費生活
情報誌等を活用して、広報・啓発を
行った。

・さまざまな媒体を活用すること
で、幅広い年代の消費者に情報提供
することができた。

・今後も引き続きさまざまな媒体を
活用した情報発信を行っていく。

市民局

④被害拡大が懸念される相談事例や、時期に
よって相談が増える案件の注意喚起情報を速
やかに提供することにより、消費者被害の拡
大防止を図ります。

メール配信
実施回数

12回/年 15回

・被害拡大が懸念される案件の相談
事例や時期に合わせ、相談が増える
トラブルの注意喚起を速やかにメー
ル配信することにより、消費者被害
の拡大防止を図った。

・ホームページや消費生活情報誌へ
の掲載とあわせて、速やかにメール
配信することにより、消費者被害が
生じている事例や注意喚起を迅速に
伝えることができた。

・相談事例等について、速やかな情
報提供ができるように努める。

市民局

⑤災害時・新型インフルエンザ等発生時など
の緊急時における悪質商法による消費者被害
の未然防止・拡大防止のため、消費生活情報
の提供及び相談体制の整備を行います。【再
掲】

- - -
・多様な媒体を活用して、消費生活
情報を提供した。

・消費生活情報の提供により、消費
者被害の未然防止・拡大防止に努め
た。

・多様な媒体を活用して、引き続き
消費生活情報の提供に努める。

市民局

⑥事業者等との連携により「仙台市消費者川
柳」の募集・表彰を行うことで、消費生活セ
ンターの相談窓口の周知及び消費者トラブル
や特殊詐欺被害の防止に努めます。

応募人数 500人 1,311人

・事業者等から協賛・後援をいただ
き、6月中旬から9月中旬にかけて消
費者川柳を募集したところ、1,311人
から2,285句の応募があり、15句の入
賞作品を表彰した。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。また、ホームページや
情報誌への掲載等による啓発に入賞
作品を活用することで、市民への浸
透を図ることができた。

・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。また、
消費者被害の未然防止や持続可能な
社会の形成に寄与する人材の育成に
つなげ、入賞した川柳の活用により
市民への浸透を図る。

市民局

①特に被害拡大が懸念される案件について、
ホームページや消費生活情報誌への掲載及び
メール配信等で情報提供を行い、消費者被害
の拡大防止を図ります。

- - -

・悪質商法等特に被害拡大が懸念さ
れる案件の相談事例や注意喚起情報
について、速やかにホームページの
掲載やメール配信を行うとともに消
費生活情報誌において周知し、消費
者被害の拡大防止を図った。

・速やかにホームページや消費生活
情報誌へ掲載、またメール配信する
ことにより、消費者被害の拡大防止
に向けた啓発を図ることができた。

・相談事例等について、引き続き
ホームページや消費生活情報誌等に
事例を掲載するなど、情報提供を
行っていく。

市民局

②不適正な取引行為に対しては、条例に基づ
き調査、勧告等を行い、勧告に従わない場合
等には、事業者の氏名等の公表を行います。

- - -
・令和4年度は、該当する案件がな
かった。

-

・勧告及び事業者の氏名公表に当
たっては、関係法令、仙台市消費生
活条例、同施行規則等に従い、適切
に実施する。

市民局

(1)相談窓口
の周知及び効
果的な広報・
啓発活動、情
報提供等

(2)条例に違
反した不適正
な取引行為へ
の対応

１
　
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
・
拡
大
防
止

令和4年度仙台市消費生活基本計画の実施状況報告書
（計画期間：令和3年度から令和7年度まで）

施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果
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施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果

報告件数 - 102件

・消費者に危害が生じていたり、危
害・危険が及ぶおそれのある相談案
件については、常にPIO-NETを通して
国民生活センターや全国の消費生活
センター、関係各所に共有してい
る。また、重大な事故の場合は、
PIO-NETに加え、消費者庁への通知も
行った。

・消費者事故に係る情報が集約され
ることにより、同様の消費者事故に
よる消費者被害の発生・拡大防止に
寄与した。

・引き続き該当案件があった場合、
実施していく。

市民局

報告件数 - 0件 ・令和4年度の報告案件はなし。 -
・今後についても報告案件が発生し
た際に随時報告することとする。

消防局

報告件数 - 0件 ・令和4年度の報告案件はなし -
・今後についても報告案件が発生し
た際に随時報告することとする。

教育局

①消費者から事業者との取引に関して生じた
苦情の申出があったときは、あっせん等を行
います。

あっせん件数 - 621件

・相談者の相談内容、事業者側の対
応状況等に合わせて適宜実施した。
苦情相談件数　6,371件
あっせん件数　621件
あっせん解決件数　571件

・あっせんを行うことにより、複
雑・多様化する消費者トラブルを解
決することができた。

・あっせんの実施にあたっては、関
係法令、仙台市消費生活条例、同施
行規則等に従い、適切に実施する。

市民局

②事業者に対して、販売行為が適正か否かの
調査を行い、販売行為が適正でないときはそ
の是正を要請します。

- - -
・事業者に対して、販売行為の適正
化について、事情聴取や是正指導の
取組みを実施した。

・適宜事情聴取や是正指導を行うこ
とで、消費者被害の未然防止・拡大
防止を図ることができた。

・今後も必要に応じて実施してい
く。

市民局

③苦情があっせん等により解決することが困
難で、広く市民の消費生活に影響が生じる等
のために必要があるときは、調停による解決
を図ります。

- - -
・令和4年度は、調停に付託された案
件はなかった。

-
・調停にあたっては、関係法令、仙
台市消費生活条例、同施行規則等に
従い、適切に実施する。

市民局

(2) 消費者訴
訟の援助

①調停に付された案件について、訴訟活動に
必要な援助を行います。

- - -
・令和4年度は、援助の対象となる案
件はなかった。

-

・事業の実施に当たっては、関係法
令、仙台市消費生活条例、同施行規
則等に従うとともに、個別の事例を
十分に把握して適切に実施する。

市民局

(3) 特定適格
消費者団体を
目指す団体に
対する支援

①特定適格消費者団体を目指す団体に対し、
支援を行います。

補助団体数 1団体 1団体
・特定適格消費者団体設立を目指す
団体に支援（補助金の交付）を行っ
た。

・適格消費者団体として、消費者団
体訴訟制度に基づく差止請求の調
査・研究事業等を充実させることが
できた。

・今後も補助のほか、消費者団体訴
訟制度を担うために必要な支援等を
行っていく。

市民局

①国民生活センターや宮城県等が主催する研
修に積極的に参加し、消費生活相談員の資質
の向上を図ります。

研修の参加回数 13回/年
50回
50人

・国民生活センターや宮城県が主
催・実施する研修などに計画的に参
加した。
研修参加回数　50回
参加人数　延べ50人

・研修に参加することにより、相談
員等の消費者相談に関する専門的な
知識の向上を図った。併せて、伝達
研修を行うことでセンター全体のレ
ベルアップが図られた。

・Web研修などを積極的に活用し参加
する。相談員の経験年数に応じた研
修への参加や研修内容の情報の共有
化が引き続き必要である。

市民局

②宮城県市長会消費者行政部会や東北都市消
費者行政協議会における研修会の開催等によ
り、消費生活相談員の資質の向上を図りま
す。

研修会実施回数 3回／年 5回
・消費生活相談員向けの研修（神奈
川県相模原市）に参加

・専門的な知識や最新の業界動向を
得ることができた。

・参加を希望する相談員が研修に参
加できるようにしていく。

市民局

③弁護士など外部講師との事例研究会等の実
施により、相談業務に資するためのスキルや
知識の向上を図ります。【重点】

研修会実施回数 12回/年 12回
・弁護士と契約を締結し、また、外
部講師に依頼し定期的に事例研究会
を開催した。

・複雑化・多様化する相談に対応し
ていくことができた。

・複雑化・多様化する相談に対応し
ていくために、法律の専門家からの
助言や事例の研究会を引き続き実施
する必要がある。

市民局

(2) インター
ネットトラブ
ルへの対応

①総務省で開催する電気通信事業者との連絡
会議などに積極的に参加するとともに、国民
生活センターが実施している研修やD-ラーニ
ングを受講し、消費生活相談員の専門知識の
向上を図ります。

会議等参加回数 - 27回

・総務省で開催する電気通信事業者
との連絡会議などに積極的に参加す
るとともに、国民生活センターが実
施している研修やD-ラーニングを受
講するなどし、新たな情報の入手を
行った。
D-ラーニング視聴 27回
視聴人数 6人

・変化の激しいインターネットトラ
ブルの相談業務のスキル向上に役
立った。

・関係機関の情報を積極的に入手
し、情報の共有化を図っていく。

市民局

①多重債務に関する相談窓口の周知を図りま
す。

- - -
・多重債務研修会での周知
・各区役所にリーフレット設置

・多重債務に関する相談窓口および
センターの役割を周知することがで
きた。

・今後も必要に応じて実施してい
く。

市民局

②多重債務の研修会開催や、庁内連絡会議等
での情報提供などにより、関係部署との連携
を強化します。

多重債務研修会
開催回数

1回 1回

・多重債務研修会には関係各課から
26名が参加した。
・庁内連絡会議は開催しなかった
が、構成する部局が重複している生
活困窮者自立支援連絡会議の中で情
報共有を行った。

・多重債務相談状況について情報提
供を行い、各部署において掘り起し
を図ることができた。併せて生活困
窮者の支援事業について支援が必要
と思われる相談者へ周知することが
できた。

・今後も生活困窮者自立支援の担当
部署と連携し、多重債務者支援のた
めの情報共有を行う。

市民局

③多重債務問題改善プログラムに基づき、相
談者を確実に弁護士等の専門家に紹介・誘導
します。

- - -

・多重債務相談を弁護士へつないだ
件数は18件で、その他にクレジット
カウンセリング協会等にも36件つな
いだ。

・多重債務者を弁護士へつなぐこと
で、適切な債務整理を図ることがで
きた。

・今後も必要に応じて実施してい
く。

市民局

④生活に困窮している相談者を、生活の自立
を支援する相談機関に紹介・誘導します。

- - -

・多重債務相談に限らず、生活に困
窮者している方から相談があった場
合は、相談者の生活の自立を支援す
る相談機関を案内した。

・適切な相談機関を案内すること
で、問題の解決に寄与した。

・今後も適時紹介・誘導していく。 市民局

(3)消費者事
故の被害情報
の通知及び提
供

①消費者安全法に基づき、消費者庁（所管省
経由も含む）に対して、消費者事故等の被害
情報を的確に通知するとともに、併せて市民
に対し、必要な情報の提供を行います。

１
　
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
・

拡
大
防
止

３
　
消
費
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済

(1)条例に基
づくあっせ
ん、調停等に
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害の救済
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の向上

(3)多重債務
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援
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施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果

①仙台市消費生活センター等における消費生
活相談に、必要に応じて「コミュニティ通訳
サポーター」を派遣し、通訳支援を行いま
す。

「コミュニティ通
訳サポーター」の

派遣回数
- 0回 ・令和4年度は、要請がなかった。 - ・今後も継続して実施していく。 文化観光局

②仙台市消費生活センター等における消費生
活相談の電話による通訳支援を行います。

通訳支援回数 - 0回 ・令和4年度は、要請がなかった。 - ・今後も継続して実施していく。 文化観光局

①弁護士会等関係機関・団体等と連携し、悪
質商法、多重債務問題、成年後見制度等に関
する特別相談を実施します。

特別相談
実施日数

12日 12日

・消費生活特別相談(毎月1回 計12
日間）
委託先：特定非営利活動法人 消費者
市民ネットとうほく
相談件数：計135件

・特別相談を実施することで、弁護
士等専門家の相談機会を得られずに
いた方が相談することができた。

・今後も関係機関と連携をとりなが
ら、引き続き実施していく。

市民局

②関係機関・団体等と連携し、急激にトラブ
ルが増加した問題に関して緊急的な相談窓口
を設置します。

- - -

・関係機関・関係団体との意見交換
会などに出席したが、緊急相談窓口
を設置するような案件は発生しな
かった。

-

・センターのみでは解決できない事
案について、迅速に対応できるよう
関係機関と連携を図っていく必要が
ある。

市民局

③要請があった場合、地域に出向いて消費生
活相談を受ける「移動相談」を実施します。
また、新たな相談の手法について検討を行い
ます。

- - 0回 ・令和4年度は、要請がなかった。 -
・要請を受けた場合は、必要に応じ
て対応できるよう、体制の整備に努
める。

市民局

①宮城県や東北の各都市との定期的な情報交
換を図るなど連携し、消費者被害の救済や未
然防止・拡大防止に努めます。

- - 3回

・R4.7東北都市消費者行政協議会の
総会及び研修会を盛岡市で開催（ハ
イブリッド方式）した。
・R4.11東北都市消費者行政協議会担
当者研修会を開催（ハイブリッド方
式）した。
・R5.1宮城県市長会消費者行政部会
の研修会をオンライン開催した。

・消費者庁、学識者から消費者行政
に関する最新の知識を得ることがで
きた。
・東北各自治体及び県内各自治体と
消費者行政について、情報交換等を
行うことができた。

・オンラインでの研修など開催手法
について、関係各市と調整のうえ実
施していく。

市民局

②宮城県長寿社会政策課、宮城県国民健康保
険団体連合会、地域包括支援センター等関係
機関・団体等と連携し、市民の介護保険サー
ビスに関する相談・苦情等について対応しま
す。

苦情・相談件数 - 随時

・地域包括ケア推進課、介護事業支
援課、各区障害高齢課、各区介護保
険課、及び各総合支所保健福祉課に
おいて利用者等からの介護保険サー
ビスに関する相談・苦情を受付し、
必要なケースについては、関係機関
へ連絡するなどの対応を行った。
平成29年度より介護保険料当初賦課
決定通知書発送時にコールセンター
を開設しており、市民からの問い合
わせや苦情・相談等に対応した。開
設期間R4.6.15～7.5　受付件数629件

・相談・苦情の解決に向けて、地域
包括ケア推進課、介護事業支援課、
各区障害高齢課、各区介護保険課、
及び各総合支所保健福祉課、宮城
県、国保連合会等と連携を図り適切
に対応できた。また、専用のコール
センターを開設することにより、問
い合わせ待ち時間の短縮等の市民
サービス向上が図られた。

・今後も関係機関と連携を図りなが
ら、適切に対応していく。あわせ
て、次年度以降もコールセンターを
開設する。

健康福祉局

①「仙台市消費者の安全を守る連絡協議会」
の見守りネットワークにより、地域における
消費者被害の未然防止に努めます。【重点】

協議会
開催回数

1回／年 1回

・仙台市消費者の安全を守る連絡協
議会を開催し、消費生活相談、特殊
詐欺被害の現状や構成団体における
被害防止の取り組み等について情報
共有するとともに、連携した消費者
被害防止の見守り活動などについて
意見交換を行った。

・市内の消費者被害や特殊詐欺の現
状、各団体の消費者被害防止の取り
組み等について情報共有することが
できた。また、委員を通じて各団体
の会員等に消費者被害の現状等を周
知することができた。

・構成する関係機関、団体が連携
し、地域における見守り体制の強化
を図るとともに、情報を共有して消
費者被害防止の取り組み等を協議・
実施する。

市民局

②「県内行政機関と仙台弁護士会・宮城県司
法書士会との懇談会」により、情報共有や連
携を図ります。

懇談会参加回数 2回 2回

・県内行政機関と弁護士会・司法書
士会との懇談会等により、情報共有
や連携を図り、消費者被害の未然防
止・拡大防止に努めた。

・情報共有や連携により、消費者被
害の未然防止・拡大防止を図った。

・今後も引き続き実施していく。 市民局

①住まいに関連する団体等と連携し、相互の
情報提供の推進と意見交換を図り、市民に対
する住まいの相談体制の充実や情報提供等を
行います。

関連団体との意見
交換実施回数

1回／年 3回

・仙台市空き家対策ネットワーク会
議及び住宅活用部会において関係団
体と意見交換を実施した。
・不動産、法務、建築の専門団体の
協力のもと、住まいの活用について
の相談（相談件数88件）に対応する
とともに、市民向けのセミナーを開
催した。（4回開催、参加人数80人）
・住まいの活用相談のうち、所有者
本人からの、売却や賃貸の相談につ
いて、不動産団体推薦の不動産事業
者一覧を紹介する不動産ダイレクト
相談制度を令和4年度から実施した。

・関係団体や専門団体との情報共有
や連携により、既存住宅の活用促進
を図り、空き家増加の未然防止に努
めた。

・今後も継続して実施していく。 都市整備局

②事業者等との連携により「仙台市消費者川
柳」の募集・表彰を行うことで、消費生活セ
ンターの相談窓口の周知及び消費者トラブル
や特殊詐欺被害の防止に努めます。【再掲】

応募人数 500人 1,311人

・事業者等から協賛・後援をいただ
き、6月中旬から9月中旬にかけて消
費者川柳を募集したところ、1,311人
から2,285句の応募があり、15句の入
賞作品を表彰した。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。また、ホームページや
情報誌への掲載等による啓発に入賞
作品を活用することで、市民への浸
透を図ることができた。

・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。また、
消費者被害の未然防止や持続可能な
社会の形成に寄与する人材の育成に
つなげ、入賞した川柳の活用により
市民への浸透を図る。

市民局

(2)専門的な
知識を持った
関係機関・団
体等との連携
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施策の柱Ⅳ　高齢者等特に配慮を要する消費者への対応

出前講座
実施回数

40回以上／年 15回

・新型コロナウイルス感染症拡大の
ため、目標値に届かなかったが、地
域団体や特別支援学校等からの申し
出により、消費者被害の防止などに
関する「くらしのセミナー（出前講
座）」を実施した。
＜高齢者対象＞　実施12回
　　　　　　　　参加　延べ247人
＜障害者対象＞　実施3回
　　　　　　　　参加　延べ64人

・相談が多く寄せられている事例や
特殊詐欺の手口とそれらの対処法を
周知することで、受講者の消費者被
害防止の意識を高めることができ
た。また、消費生活の相談窓口（消
費生活センター）を周知することが
できた。

・実施回数の増加につながるよう出
前講座の講師派遣等を積極的にPRす
るとともに、各団体の会合や研修会
等の場を活用できるよう各団体等と
の連携を図っていく。

市民局

出前講座
実施回数

50回/年 117回

・市政だよりへの掲載や町内会等へ
の案内チラシの送付など広く周知を
図り、防犯講座を年117回（参加人数
1969人）実施した。
・市防犯協会連合会実施111回1843人
・市政出前講座実施　　　 6回126人

・気軽に楽しみながら防犯に関する
知識や技術を習得できるよう、警察
等関係機関と連携し、専門知識を有
する講師の派遣等により防犯講座を
実施することで、防犯意識の高揚に
資することができた。

・年間を通し、現行の取り組みを実
施していく。

市民局

- - -

・民生委員や市内地域包括支援セン
ターに啓発リーフレットやポケット
ティッシュを提供した。
・各区障害高齢課の窓口や市県民税
の申告会場等において消費者被害防
止の啓発物を配布した。
・配食サービスを行う事業者・団体
の協力で配達時に注意喚起のチラシ
等を配布した。月1回実施し、合計
38,980部配布した。
・シルバーネット等で消費者トラブ
ル防止の情報提供を行った。（11回
掲載）
・消費者被害防止の啓発ポスターを
作成し、市内の町内会や医療機関、
包括連携協定事業者等（約2,600カ
所）に掲出した。
・障害者向け啓発リーフレットを
3,000部作成し、市内障害福祉サービ
ス事業所や相談事業所227ヶ所に配布
した。

・高齢者や障害者本人等に対して消
費者被害防止の注意喚起や相談窓口
を周知することができた。

・広く高齢者等が利用する施設や機
会を利用して効果的に啓発ができる
よう引き続き検討していく。

市民局

啓発チラシ・冊子
の配布

3,000部/年
（冊子）

随時

・仙台市防犯協会連合会・宮城県警
察と連名で架空請求詐欺に関する啓
発チラシを作成し、市内単位防犯協
会に配布した。
・仙台市防犯協会連合会と連名で、
街頭キャンペーンにおける特殊詐欺
被害防止の啓発チラシの配布や防犯
講座等における啓発グッズの配布な
どを行った。

・街頭キャンペーンや市内単位防犯
協会を通じた注意喚起・啓発活動を
行うことにより、特殊詐欺被害に対
する防犯意識の高揚に資することが
できた。

・年間を通し、現行の取り組みを実
施していく。

市民局

①高齢者等の見守りの担い手となる団体等を
対象に出前講座「くらしのセミナー」を実施
し、消費者被害の未然防止に有効な取り組み
などを紹介・提案します。【重点】

出前講座
実施回数

5回以上／年 3回

・新型コロナウイルス感染症拡大の
ため、目標値に届かなかったが、民
生委員等の地域の支援者を対象に出
前講座を実施した。
3回　参加人数95人

・高齢者等の消費者被害の現状や特
徴、見守りの必要性等について理解
を深めることができた。

・実施回数の増加につながるよう出
前講座の講師派遣等を積極的にPRす
るとともに、各団体の会合や研修会
等の場を活用できるよう各団体等と
の連携を図っていく。

市民局

②高齢者等の見守りの担い手となる団体等に
対して、消費者被害の未然防止に資する啓発
物品の配布を行います。

- - -

・民生委員や地域包括支援センター
等に啓発資料・グッズ等を提供し、
消費者被害防止の啓発や見守りにつ
いて協力を依頼した。

・高齢者等の消費者被害の現状や特
徴、見守りの必要性等について理解
してもらい、連携を図ることができ
た。

・高齢者に関わる機会の多い団体等
の会合や研修会など、機会を捉えて
情報共有を図っていく。

市民局

③配食サービス等消費者宅を訪問する事業を
行う団体等と連携し、消費者に対し注意喚起
情報を提供します。【重点】

団体数
配布数

10団体/年
36,000部以上/

年

13団体
38,980部

・配食サービスを行う事業者・団体
の協力で配達時に注意喚起のチラシ
等を配布した。月1回実施し、合計
38,980部配布した。

・高齢者本人に対して消費者被害防
止の注意喚起や相談窓口を周知する
ことができた。

・今後も事業者との連携を図り、継
続的に被害防止の啓発を行って行
く。

市民局

④高齢者等の消費者被害を防止するために見
守り事業を展開します。

補助金交付地区数 - 104地区

・地区社会福祉協議会による見守り
活動等に（社福）仙台市社会福祉協
議会を通じて活動費の一部を助成す
る「小地域福祉ネットワーク活動推
進事業」を実施した。

・小地域福祉ネットワーク活動を活
性化することで、被害防止につなげ
た。

・地域福祉活動の担い手が、高齢者
等の消費者トラブル防止について円
滑に注意喚起できるよう、引き続き
支援する必要がある。
・引き続き、地区社会福祉協議会未
設置地域における設置支援を進め
る。

健康福祉局

⑤認知症を正しく理解し、認知症の方やその
家族を地域で見守る認知症サポーターや、認
知症の人の思いや希望に耳を傾け、気持ちに
寄り添えるパートナーを地域で養成します。

認知症サポーター
養成者数

認知症パートナー
講座開催数

6,000人/年
（令和3年度）

年2回開催

4,867人

2回開催

・認知症サポーター養成講座は139回
実施した。
・認知症パートナー講座は全市向け
講座を2回実施し、63名が受講した。

令和４年度取組みにより本市におけ
る認知症サポーター養成者は104,129
人に達し、認知症に対する理解促進
が図られた。

今後も関係機関と連携し、より幅広
い世代に認知症サポーター養成講
座、パートナー講座を受講してもら
うことで認知症に対する理解をさら
に推進していく。

健康福祉局

①町内会、老人クラブ等地域団体、任意のグ
ループ、事業者等に対して、防犯・悪質商法
等に関する出前講座を実施します。

②高齢者等を消費者被害から守るため、特殊
詐欺や悪質商法などへの注意喚起等の啓発物
品をさらに充実させ、さまざまなルートで情
報提供を行います。

(1)高齢者等
に対する啓発
の拡充

(2)高齢者等
の見守り事業
の展開

１
　
高
齢
者
等
に
対
す
る
支
援

令和4年度仙台市消費生活基本計画の実施状況報告書
（計画期間：令和3年度から令和7年度まで）

施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果
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施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果

①相談者の家族に対し、必要に応じ成年後見
制度、権利擁護事業を紹介することにより活
用を促進します。

該当相談件数 - 10件

・相談内容や相談者の状況により、
相談者の家族に対し、仙台市権利擁
護センターを紹介して、成年後見制
度、権利擁護事業についての情報を
提供した。

・情報提供を行うことにより、消費
者被害の未然防止及び拡大防止につ
ながった。

・今後も引き続き、情報提供を行
う。

市民局

②認知症高齢者等で成年後見制度の利用が必
要な方について、身寄りがないなどの場合、
市長が裁判所に後見等開始の申立てを行いま
す。生活保護受給者など一定の条件により、
後見人等の報酬や申立費用を助成します。
仙台市成年後見総合センターにおいて、成年
後見制度に係る相談・支援を行います。

市長申立件数
センター相談件数

-
41件
713件

・各区における市長申立の実施
・成年後見総合センターを市社協に
設置(H19.6～)
・成年後見サポート事業（成年後見
サポート推進協議会事業）
・成年後見セミナー開催（175名参
加）

・市長申立等の支援により、高齢者
等の権利擁護に寄与した。
・後見センターでは、市民や関係機
関等からの成年後見制度に関する相
談に応じ、制度を必要とする方が適
切に利用できるよう支援した。ま
た、困難な課題のある相談に対して
は、法律や福祉の専門職と連携して
対応した。

・認知症高齢者数の増加に比較し、
制度の利用者数は伸び悩んでおり、
必ずしも制度を必要としている方の
利用に結びついていない状況にあ
る。制度が適切に利用されるよう、
弁護士等専門職団体と連携した市民
や関係者に対する丁寧な相談支援と
普及啓発に向けた取り組みを引き続
き進めていく。

健康福祉局

③仙台市権利擁護センター（まもりーぶ仙
台：仙台市社会福祉協議会内）において、認
知症高齢者等の金銭管理や福祉サービス利用
のための援助等を行います。

相談件数
実利用件数

-
356件
381件

・認知症や知的障害、精神障害等に
より、判断能力が不十分な方々が地
域で安心して生活できるよう、本人
の意向にもとづき、福祉サービス利
用援助や日常的な金銭管理支援等を
実施している。

・本事業で必要なサービスを提供す
ることにより、本人の日常生活上の
不安や困りごとが解消され、安定し
た地域生活の継続に寄与できてい
る。

・複雑で困難な課題により多職種連
携やチーム支援が必要となるケース
が増えており、職員の専門性の向上
が求められている。
・認知症高齢者の増加に比較し、事
業の実利用者数は伸び悩んでいる。
今年度作成した関係者向けパンフ
レットを活用した積極的な広報活動
により、市民のニーズの掘り起こし
を進めていく。

健康福祉局

①福祉用具に関する情報提供のために仙台市
シルバーセンター福祉用具展示室において展
示、相談等を行います。

利用者数
相談件数

-
530点

3,024人
2,055件

・福祉用具530点をシルバーセンター
内で展示している。福祉用具に関す
る情報提供を行うとともに、相談に
も応じている。
また、福祉用具展示室の紹介動画を
作成し配信した。
・福祉用具展示室利用者は3,024人
（内訳：一般見学者1,725人 相談
者：937人 団体見学者：362人）、
福祉用具に関する相談は2,055件

・福祉用具に関する情報提供や相談
窓口としての機能を十分に発揮し
た。また、新型コロナウイルス感染
症による休室等もなく、利用者数、
相談件数ともに昨年度より増加して
いる。

・団体見学への対応やオンラインを
活用するなど、新型コロナウイルス
感染症予防にも配慮しつつ、福祉用
品に関する情報提供を継続的に行っ
ていく。

健康福祉局

②高齢者の自立支援や在宅介護を支援する、
ITなどを活用した付加価値の高い健康福祉機
器・サービスの研究開発・事業化を目指しま
す。

事業採択件数

提携件数

市場投入製品
サービス

4件/年

5件/年

5件/年

6件

2件

0件

①健康福祉サービス・機器開発委託
業務 事業採択　6件
②日本－フィンランド国際ビジネス
提携件数　2件
③市場投入製品・サービス件数 0件

・仙台フィンランド健康福祉セン
ターのビジネス開発ディレクター等
による指導助言、販路開拓支援等の
各種施策、福祉施設におけるニーズ
リサーチおよびフィールドテスト、
介護等専門職者からのアドバイス等
を通して、実用性の高い機器・サー
ビスの開発に貢献することができ
た。

・平成30年度より、介護現場の課題
解決に向けて、CareTech（介護にお
ける ICTの活用）に向けた取組みを
本格化し、ICT事業者の介護分野への
新事業展開、介護現場でのICT活用に
よる労働負担軽減や生産性向上の双
方を推進している。
・上記の課題の実現に向けて、仙台
フィンランド健康福祉センターとの
連携の下、介護施設での課題・ニー
ズの掘り起こし、ニーズ志向かつ福
祉現場が受け入れやすい製品・サー
ビスの開発促進、介護施設を実証
フィールドとしたICT機器の効果実
証、介護ICT専門家によるICT機器の
導入・定着支援を一体的に行う。

経済局

(1)連絡組織
による連携

①「仙台市消費者の安全を守る連絡協議会」
の見守りネットワークにより、地域における
消費者被害の未然防止に努めます。【重点】
【再掲】

協議会
開催回数

1回／年 1回

・仙台市消費者の安全を守る連絡協
議会を開催し、消費生活相談、特殊
詐欺被害の現状や構成団体における
被害防止の取り組み等について情報
共有するとともに、連携した消費者
被害防止の見守り活動などについて
意見交換を行った。

・市内の消費者被害や特殊詐欺の現
状、各団体の消費者被害防止の取り
組み等について情報共有することが
できた。また、委員を通じて各団体
の会員等に消費者被害の現状等を周
知することができた。

・構成する関係機関、団体が連携
し、地域における見守り体制の強化
を図るとともに、情報を共有して消
費者被害防止の取り組み等を協議・
実施する。

市民局

①見守りの担い手となる団体等との連携を強
化し、情報共有を図ります。

- - -

・地域包括支援センター等に啓発資
料・グッズ等を提供し、消費者被害
防止の啓発や見守りについて協力を
依頼した。

・高齢者等の消費者被害の現状や特
徴、見守りの必要性等について理解
してもらい、連携を図ることができ
た。

・高齢者に関わる機会の多い団体等
の会合や研修会など、機会を捉えて
情報共有を図っていく。

市民局

②配食サービス等消費者宅を訪問する事業を
行う団体等と連携し、消費者に対し注意喚起
情報を提供します。【重点】【再掲】

団体数
配布数

10団体/年
36,000部以上/

年

13団体
38,980部

・配食サービスを行う事業者・団体
の協力で配達時に注意喚起のチラシ
等を配布した。月1回実施し、合計
38,980部配布した。

・高齢者本人に対して消費者被害防
止の注意喚起や相談窓口を周知する
ことができた。

・今後も事業者との連携を図り、継
続的に被害防止の啓発を行って行
く。

市民局

２
　
高
齢
者
等
の
自
立
し
た
消
費
生
活
へ
の
支
援

３
　
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連
携

(3)高齢者等
の財産等の保
護の仕組みの
ＰＲ

(2)事業者団
体等との連携

(1)福祉用
品・サービス
に関する情報
提供等
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施策の柱Ⅴ　多様な主体との連携の推進

(1) 国・県等
関係機関・団
体等との連携

①国、県等の関係機関・団体等と連携し、消
費者の安全を守る取り組みを推進します。
【再掲】

- - -
・全国会議やオンライン会議への出
席により、情報交換や意見交換を実
施した。

・会議等への参加により、各機関、
団体から情報の収集を図ることがで
きた。オンライン会議開催に係るノ
ウハウの蓄積が図られた。

・各機関、団体との連絡を密にし、
お互いに顔の見える関係を維持強化
していく。

市民局

(2) 事業者団
体等との連携

①事業者団体等との連携の強化を図り、安全
な商品・サービスを消費者に提供するよう情
報共有や啓発を行います。【再掲】

- - -

・事業者団体等が主催する意見交換
会の場や懇談会等を通して相談事例
を紹介し、意見を発信することで、
事業者に対して消費者トラブルの未
然防止のための要望・啓発を行っ
た。

・相談事例を通して、安全な商品・
サービスを消費者に提供するよう指
導・啓発を行うことで、消費者被害
の未然防止を図ることができた。

・当センターの各種の相談事例につ
いて、事業者団体を通じて各構成事
業者に伝わるよう、引き続き連携強
化に努める必要がある。

市民局

(1) 連絡組織
の運営

①「消費者教育推進地域協議会」において情
報共有を図り、消費者教育・啓発を総括的・
効果的に進めます。【再掲】

協議会開催回数 1回／年 1回

・「青少年に向けたインターネット
の安心・安全な利用のための啓発活
動について」をテーマとして、開催
した。

・東北総合通信局における青少年の
安心安全なインターネット利用環境
の整備への取り組みについて、情報
共有を図ることができた。

・今後も多様なテーマを扱いなが
ら、消費者教育についての情報共有
を図っていく。

市民局

①「消費者教育連絡会議」において情報を共
有し、学校における消費者教育の充実を図り
ます。【再掲】

会議開催回数 1回／年 1回
・消費生活センターと教育現場等の
連携強化を図る消費者教育連絡会議
を開催した。（1回）

・小・中学校の社会科部会、家庭科
部会や市立高校の先生方との貴重な
意見交換の場であり、当センターの
消費者教育支援事業にも参考になる
意見を伺うことができた。

・今後も教育現場の声を聴くことの
できる貴重な機会として継続し、新
規事業や教材の作成に反映させてい
く。

市民局

②消費生活パートナーを育成し、連携して啓
発を行います。【再掲】

消費生活
パートナー
登録者数

計画終了時点
で

40人以上
47人

・登録者47人（新規登録6人、登録継
続41人）
養成講座を実施するとともに、啓発
資料等の提供を行った。

・地域の方々への注意喚起や情報提
供、消費者トラブルで困っている方
に消費生活センターを案内するなど
の活動が実施されており、消費生活
センターと消費生活パートナーが連
携して消費者啓発に取り組むことが
できた。

・消費生活パートナーを育成する一
方で、現在取り組まれているさまざ
まな主体の活動を把握し、パート
ナーシップの構築を目指す。

市民局

③市民活動団体と連携し、消費者教育・啓発
を推進するとともに、必要な支援を行いま
す。【再掲】

補助金交付件数 2件/年 4件

・消費者団体等が行う、市民の消費
生活の安定及び向上に資する事業に
対して補助金を交付し、その活動を
支援した。

・消費者団体が行う活動を資金面で
支援することにより、団体による消
費者教育や啓発が推進された。

・消費者行政とのパートナーシップ
に該当する事業に対し幅広く支援を
行っていく。

市民局

(3) 専門的な
知識を持った
関係機関・団
体等との連携

①大学等高等教育機関、財団法人消費者教育
支援センター、弁護士会・司法書士会、東北
総合通信局等、消費者教育に関して専門的な
知識を持った関係機関・団体等との連携を強
化します。【再掲】

関係機関・団体へ
の依頼件数

- 1回

・教職員向け消費者教育研修に大学
から専門知識を持つ講師の派遣をう
けた。
　実施回数 　1回
　参加人数 　9人

・専門の知識や情報などを持つ団体
や企業との連携により、より鮮度の
高い情報提供ができた。

・今後も出前講座や研修会などの講
師派遣等を通じて連携を図ってい
く。

市民局

①事業者団体のCSRの活動等と連携し、消費
者教育・啓発を推進します。【再掲】

- - -

・事業者等からの協賛・後援をいた
だき「仙台市消費者川柳」事業を実
施した。
・インターネット取引や生命保険な
どに関わる事業者等と連携し、消費
生活講座を行った。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。
・専門の知識や情報等を持つ団体と
の連携により、より鮮度の高い情報
提供ができた。

・今後も出前講座や研修会などの講
師派遣等を通じて連携を図ってい
く。
・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。
・今後も消費生活講座の講師依頼等
を通じて連携を図っていく。

市民局

②事業者等との連携により「仙台市消費者川
柳」の募集・表彰を行うことで、消費者被害
の未然防止や持続可能な社会の形成に寄与す
る人材の育成につなげます。【再掲】

応募人数 500人 1,311人

・事業者等から協賛・後援をいただ
き、6月中旬から9月中旬にかけて消
費者川柳を募集したところ、1,311人
から2,285句の応募があり、15句の入
賞作品を表彰した。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。また、ホームページや
情報誌への掲載等による啓発に入賞
作品を活用することで、市民への浸
透を図ることができた。

・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。また、
消費者被害の未然防止や持続可能な
社会の形成に寄与する人材の育成に
つなげ、入賞した川柳の活用により
市民への浸透を図る。

市民局

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安

心
の
確
保
に
お
け
る
連
携

２
　
消
費
者
教
育
・
啓
発
の
推
進
に
お
け
る
連
携

(2)学校・市
民等との連携

(4)事業者団
体等との連携

令和4年度仙台市消費生活基本計画の実施状況報告書
（計画期間：令和3年度から令和7年度まで）

施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果
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施策の
方向

主な施策 取組事項
業務指標

※太字は評価指標
実施状況 実施による成果（効果） 課題や今後の取り組み 推進局目標値

令和4年度
実施結果

①宮城県や東北の各都市との定期的な情報交
換を図るなど連携し、消費者被害の救済や未
然防止・拡大防止に努めます。【再掲】

- - 3回

・R4.7東北都市消費者行政協議会の
総会及び研修会を盛岡市で開催（ハ
イブリッド方式）した。
・R4.11東北都市消費者行政協議会担
当者研修会を開催（ハイブリッド方
式）した。
・R5.1宮城県市長会消費者行政部会
の研修会をオンライン開催した。

・消費者庁、学識者から消費者行政
に関する最新の知識を得ることがで
きた。
・東北各自治体及び県内各自治体と
消費者行政について、情報交換等を
行うことができた。

・オンラインでの研修など開催手法
について、関係各市と調整のうえ実
施していく。

市民局

②宮城県長寿社会政策課、宮城県国民健康保
険団体連合会、地域包括支援センター等関係
機関・団体等と連携し、市民の介護保険サー
ビスに関する相談・苦情等について対応しま
す。【再掲】

苦情・相談件数 - 随時

・地域包括ケア推進課、介護事業支
援課、各区障害高齢課、各区介護保
険課、及び各総合支所保健福祉課に
おいて利用者等からの介護保険サー
ビスに関する相談・苦情を受付し、
必要なケースについては、関係機関
へ連絡するなどの対応を行った。
平成29年度より介護保険料当初賦課
決定通知書発送時にコールセンター
を開設しており、市民からの問い合
わせや苦情・相談等に対応した。開
設期間R4.6.15～7.5　受付件数629件

・相談・苦情の解決に向けて、地域
包括ケア推進課、介護事業支援課、
各区障害高齢課、各区介護保険課、
及び各総合支所保健福祉課、宮城
県、国保連合会等と連携を図り適切
に対応できた。また、専用のコール
センターを開設することにより、問
い合わせ待ち時間の短縮等の市民
サービス向上が図られた。

・今後も関係機関と連携を図りなが
ら、適切に対応していく。あわせ
て、次年度以降もコールセンターを
開設する。

健康福祉局

①「仙台市消費者の安全を守る連絡協議会」
の見守りネットワークにより、地域における
消費者被害の未然防止に努めます。【重点】
【再掲】

協議会
開催回数

1回／年 1回

・仙台市消費者の安全を守る連絡協
議会を開催し、消費生活相談、特殊
詐欺被害の現状や構成団体における
被害防止の取り組み等について情報
共有するとともに、連携した消費者
被害防止の見守り活動などについて
意見交換を行った。

・市内の消費者被害や特殊詐欺の現
状、各団体の消費者被害防止の取り
組み等について情報共有することが
できた。また、委員を通じて各団体
の会員等に消費者被害の現状等を周
知することができた。

・構成する関係機関、団体が連携
し、地域における見守り体制の強化
を図るとともに、情報を共有して消
費者被害防止の取り組み等を協議・
実施する。

市民局

②「県内行政機関と仙台弁護士会・宮城県司
法書士会との懇談会」により、情報共有や連
携を図ります。【再掲】

懇談会参加回数 2回 2回

・県内行政機関と弁護士会・司法書
士会との懇談会等により、情報共有
や連携を図り、消費者被害の未然防
止・拡大防止に努めた。

・情報共有や連携により、消費者被
害の未然防止・拡大防止を図った。

・今後も引き続き実施していく。 市民局

①住まいに関連する団体等と連携し、相互の
情報提供の推進と意見交換を図り、市民に対
する住まいの相談体制の充実や情報提供等を
行います。【再掲】

関連団体との意見
交換実施回数

1回／年 3回

・仙台市空き家対策ネットワーク会
議及び住宅活用部会において関係団
体と意見交換を実施した。
・不動産、法務、建築の専門団体の
協力のもと、住まいの活用について
の相談（相談件数88件）に対応する
とともに、市民向けのセミナーを開
催した。（4回開催、参加人数80人）
・住まいの活用相談のうち、所有者
本人からの、売却や賃貸の相談につ
いて、不動産団体推薦の不動産事業
者一覧を紹介する不動産ダイレクト
相談制度を令和4年度から実施した。

・関係団体や専門団体との情報共有
や連携により、既存住宅の活用促進
を図り、空き家増加の未然防止に努
めた。

・今後も継続して実施していく。 都市整備局

②事業者等との連携により「仙台市消費者川
柳」の募集・表彰を行うことで、消費生活セ
ンターの相談窓口の周知及び消費者トラブル
や特殊詐欺被害の防止に努めます。【再掲】

応募人数 500人 1,311人

・事業者等から協賛・後援をいただ
き、6月中旬から9月中旬にかけて消
費者川柳を募集したところ、1,311人
から2,285句の応募があり、15句の入
賞作品を表彰した。

・消費者川柳を考えることで、消費
者自身や家族が社会問題の現状や身
近な消費行動について考えるきっか
けとなった。また、ホームページや
情報誌への掲載等による啓発に入賞
作品を活用することで、市民への浸
透を図ることができた。

・消費者川柳事業を継続して実施
し、消費者自身が身近な消費生活に
ついて考える機会をつくる。また、
消費者被害の未然防止や持続可能な
社会の形成に寄与する人材の育成に
つなげ、入賞した川柳の活用により
市民への浸透を図る。

市民局

(1)連絡組織
による連携

①「仙台市消費者の安全を守る連絡協議会」
の見守りネットワークにより、地域における
消費者被害の未然防止に努めます。【重点】
【再掲】

協議会
開催回数

1回／年 1回

・仙台市消費者の安全を守る連絡協
議会を開催し、消費生活相談、特殊
詐欺被害の現状や構成団体における
被害防止の取り組み等について情報
共有するとともに、連携した消費者
被害防止の見守り活動などについて
意見交換を行った。

・市内の消費者被害や特殊詐欺の現
状、各団体の消費者被害防止の取り
組み等について情報共有することが
できた。また、委員を通じて各団体
の会員等に消費者被害の現状等を周
知することができた。

・構成する関係機関、団体が連携
し、地域における見守り体制の強化
を図るとともに、情報を共有して消
費者被害防止の取り組み等を協議・
実施する。

市民局

①見守りの担い手となる団体等との連携を強
化し、情報共有を図ります。【再掲】

- - -

・地域包括支援センター等に啓発資
料・グッズ等を提供し、消費者被害
防止の啓発や見守りについて協力を
依頼した。

・高齢者等の消費者被害の現状や特
徴、見守りの必要性等について理解
してもらい、連携を図ることができ
た。

・高齢者に関わる機会の多い団体等
の会合や研修会など、機会を捉えて
情報共有を図っていく。

市民局

②配食サービス等消費者宅を訪問する事業を
行う団体等と連携し、消費者に対し注意喚起
情報を提供します。【重点】【再掲】

団体数
配布数

10団体/年
36,000部以上/

年

13団体
38,980部

・配食サービスを行う事業者・団体
の協力で配達時に注意喚起のチラシ
等を配布した。月1回実施し、合計
38,980部配布した。

・高齢者本人に対して消費者被害防
止の注意喚起や相談窓口を周知する
ことができた。

・今後も事業者との連携を図り、継
続的に被害防止の啓発を行って行
く。

市民局
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(2)専門的な
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(1)国・県等
関係機関・団
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(3)事業者団
体等との連携
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